
第 2 回 ｢産科医療補償制度原因分析委員会｣ 会議録

日 時 : 平成 2 1 年 3 月 1 6 日 (月 ) 午後 1 : 0 0 ~午後 3 : 0 0

場所 : 山の上ホテル 本館1階 ｢銀河｣

財団法人 日 本医療機能評価機構
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○事務局 (山 田 )

失礼いた します。 事務局でございます。 本田まお忙 しい中 ご出席いただき ま して 、 ま こ

と にあ り が と う ございます。

まず、 委員会を開始する前に、 資料の確認をお願い申 し上げます。 まず、 委員の方の出

欠一覧が ございます。 次に 、 次第がございます。 その下に議事資料がございます。 次に 、

資料でございますが、 資料 1 か ら資料 3 及び参考資料がございます。 資料 1 でございます

が、 原因分析報告書案作成マニュ アル 甥覊) でございます。 資料 2 でございますが、 診療

体制等に関する情報提供 (案) でございます。 資料 3 でございますが、 原因分析に係る保

護者様か ら の意見書について (ご協力のお願い) (案) でございます。 参考資料 と いた しま

して 、 産科医療補償制度の原因分析 ･ 再発防止に係る診療録 ･ 助産録等の記載事項に関す

る報告書がございます。 資料につき ま しては以上でございます。

それでは、 定刻にな り ま したので、 ただいまから第 2 回産科医療補償制度原因分析委員

会を開催いた します。 なお、 本 日 は大変ご多忙の中 、 厚生労働省よ り 、 医政局、 佐原医療

安全推進室長にオブザーバー と して ご出席をいただいてお り ます。

それでは、 議事進行を、 これよ り 岡井委員長にお願い申 し上げます。 よ ろ し く お願いい

た します。

○岡井委員長

それでは、 議事に入 り たい と 思いますが、 委員の先生方には、 お忙 しい と こ ろ時間をお

と り いただき ま して 、 大変あ り が と う ございます。 限 られた時間でございますので、 要領

よ く 審議を進めたい と 思いますので、 ど う ぞよ ろ し く ご協力をお願い申 し上げます。

それでは、 議事ですが、 次第の表紙にあ り ます順序で進めたい と 思います。 最初は、 前

回の原因分析委員会における主な意見。 これを事務局のほ う で取 り ま と めていただき ま し

たので、 事務局のほ う か ら ご説明いただけますか。 お願い します。

○後技監

それでは、 本 日 の議事資料の 1 ページを ご ら んいただき たい と 思います。 1 ページか ら

2ページにわた り ま して、 まず 1 ) と して 、 前回の原因分析委員会における主な意見を ご

紹介させていただき ます。 まず 1 ページの ( 1 ) ですが 、 原因分析委員会の役割等につい

て と い う こ と で、 まず 1 つ 目 の○で、 部会の数を増やすと い う こ と も 、 今後 1 つの案であ

る と い う ご意見があ り ま した。 それか ら 、 2 つ 目 の○で、 本委員会は部会で作成 した報告



書の レ ビュ-のみを行 う と い う や り 方も ある と い う よ う なご提案も ございま した。 3 番 目

の0ですが、 フ ィ ー ドバ ッ ク した後の情報が流出 した り する と 、 分娩機関側が萎縮 し、 必

要な情報が提出 されな く な る可能性がある と い う ご意見も ございま した。

それか ら 、 ( 2 ) で、 今後の主な検討課題であ り ますが、 ① と して、 原因分析報告書案作

成マニュアルについていただいたご意見 と いた しま しては、 その下の 1 つ 目 の○ と して 、

｢ 当事者の責任の有無につながる文言を避ける ｣ と されている点について 、 ｢法的な責任の

有無につなが る文言を避ける ｣ とすべき である と い う ご意見。 それか ら 、 次ですが、 米国

産婦人科学会の数値基準のみでは分娩中のイベン ト でない と言えない部分があ り 、 全体の

流れの中で判断する と い う こ と が必要である 。 それか ら 、 その内容を 、 産科医等によ く 理

解 して も ら う こ と が大切である と い う ご意見があ り ま した。 次の 3 つ 目 の0で、 N I C U 、

新生児の I C Uの経過の記録も重要である と い う ご意見や、 その下の○で、 報告書案作成

マニュアルには、 ｢だれが｣ ではな く ｢なぜ｣ を追求する こ と 。 ｢責任｣ ではな く ｢原因｣

を追求する こ と をわか り やすい言葉で盛 り 込むべきである と い う ご意見な どがあ り ま した。

それから 、 ② と いた しま して 、 情報収集のあ り 方 と して 、 まず 1 つ 目 ですが、 診療体制

等に関する情報提是供について と い う 資料についていただいたご意見 と いた しま しては、 そ

の下の 1 つ 目 の0ですが、 労働環境だ と か、 医師等行為者の能力を考慮 して評価する と い

う ご意見や、 それか ら 、 次の○で、 医療機関の基本情報等をすべての加入機関に事前に提

出を求めてお く 方法も ある と い う ご意見。 それか ら 、 3 番 目 に 、 学生を受け入れているか

否かに関する項 目 も必要ではないか と い う ご意見。 それか ら 、 4 番 目 、 一番下ですが、 分

娩の前後で何の リ ス ク も感 じなかっ たケース も多い と 。 これは 2 ぺ-ジをお願い します。

そ う い う ケース も多い と 考え られる ので、 そ う い う ケース においては、 その後、 脳性麻痺

が発症する と い う のは、 分娩機関に と って青天の舞露である と い う こ と であ り ますので、

情報提供については、 そ う いっ た感情面にも配慮 して協力を依頼する姿勢で行 う と い う ご

意見。

それか ら 、 その下の こ のページの 1 つ 目 の0ですが、 原因分析結果をフ ィ ー ドバ ッ クす

る こ と のみで質の向上を図る と い う こ と は少 し難 しい と い う こ と で、 国への政策提言の材

料とする と い う こ と を記載すれば、 分娩機関に理解を得 られ、 協力を得 られやすいのでは

ないか と い う ご意見。 それから 、 2 つ 目 の○で、 原因分析委員会や再発防止策等の情報を

求める のは、 何か問題がある と い う 予断につなが り かねないので、 分娩機関は答えに く い

のではないか と い う ご意見。 それか ら 、 次の○で、 分析は、 まず事故である と い う 認識の



も と に分析を行 う と い う こ と が大事である と い う ご意見。 そ して次の○で、 あ ら か じめ分

娩の総括的なこ と をカルテに書いてお く と い う こ と も考えたほ う が よい と い う ご意見。

それか ら 、 情報収集について 2 つ 目 ですが、 今度は保護者からの情報収集についていた

だいたご意見 と いた しま しては、 1 つ 目 の○で、 原因分析の納得感を高め るためには、 情

報収集を 2 回行い、 途中で患者 と 分娩機関の情報をク ロ ス させる と い う 方法か、 も し く は

情報収集を 1 回 と 、 それか ら 、 報告書確定前の確認を 1 回行 う 仕組みにすべきである と い

う ご意見。 次の 2 つ 目 の○で、 ヒ ア リ ングも必要であろ う と い う ご意見。 3 つ 目 と しま し

ては、 時間が経過 してから記憶をた どる と い う こ と は難 しいので、 質問内容を決めておい

たほ う がよい と い う ご意見。 それか ら 、 4番 目 に 、 聞いておいて対応でき ない と い う こ と

にな り ます と 怒 り につながるため、 どこ まで要望にこたえる こ と ができ る のか と い う こ と

を検討してお く 必要がある と い う ご意見。 そ して最後ですが、 すべての保護者が不信や不

満を持っているわけではないので、 保護者から の意見について、 それを公糘t して よいかど

う か、 それか ら 、 分娩機関に開示 して よいかど う か と い う こ と についても 、 考慮すべきで

ある と い う よ う なご意見をいただいた と こ ろでございます。 以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 これは前回のいただいたご意見をま と めた と い う こ と で、 こ

れに対 して修正等でき る部分は、 こ の後の と こ ろでまた議論いただき たいと思いますが、

いただいた意見その も のについて 、 何かございま した ら ご指摘いただければ と 思います。

大体前回の委員会で出た も のは、 これで網羅されている と 思いますが、 何か抜けている

と こ ろ と かはございますか。 よ ろ しいですか。

それでは、 これはこれで、 こ う い う 意見が前回あった と い う こ と で、 次の議題に入 り た

い と 思います。 次は、 原因分析報告書案の作成マニュアル。 これは前回の意見を踏ま えて、

少 し修正 した と こ ろが ございますので、 これも事務局のほ う か ら ご説明をいただき たい と

思います。 お願い します。

○後技監

本 日 の議事資料は 3 ページですが 、 そ こ には少 し書いてある程度で、 も う 一つ資料 1 、

これが前回か らお示 し してお り ます原因分析報告書案作成マニュアル (案) でございます。

基本的には資料 1 に基づいてご説明 を させていただき ます。 こ のマニュ アルは、 まだ現在

も作成中でございますので、 め ど と しては 6 月 までに完成させる予定に してお り ます。 本

日 は、 先ほ ど申 し上げま した 、 これまでいただいたご意見を踏ま えて修正 した部分を中心



に 、 ご説明申 し上げます。

それでは、 資料 1 の 1 ぺ-ジ 目 ですが、 修正 した部分は二重線を引いてお り ます。 ほか

に も 1 本線が出て く る と こ ろが ございますが、 そ う い う 部分はも と も と 下線を引 く 予定で

あ り ま したので、 そのま ま残す予定です。 二重線の部分は、 完成 した と き には消すと い う

こ と "こ してお り ます。

それでは、 1 ページの 2 . の 1 ) の二重線ですが、 これはだれが失敗 した と い う こ と で

はな く て 、 何が原因だ と か、 だれが悪い と い う こ と ではな く 、 何が起こ ったのか と い う よ

う な こ と を問 う てい く と い う ご意見があ り ま したので、 ｢原因分析は、 責任追及を 目 的 と す

る のではな く 、 『なぜ起こ ったか』 な どの原因を明 ら かにする と と も に、 同 じ よ う な事例の

再発防止を提言するための も のである ｣ と い う こ と を 、 基本的な考え方の 1 番 目 と い う こ

と で、 こ こ につけ加え させていただき ま した。

そ して次に、 4 ページをお願いいた します。 4 ページは細かい字句の追加や修正な どで

す。 4 ページの 6 ) の と こ ろに 、 身長 と頭園に二重線が引いてあ り ますが、 これは前回の

会議で、 胎児の頭 と 大き さ 、 周径、 それか ら 、 身長な どのプロ ポーシ ョ ンな ど も 、 子宮内

の状態を想像 した り 、 中枢神経系の異常 と の関連性も推測でき る情報だ と い う こ と でご意

見があ り ま したので、 こ こ に加えてお り ます。

その下の行には、 ｢出生時蘇生術の有無｣ と 。 ｢時｣ と い う 字に二重線が引いてあ り ます

が、 これは前回の会議資料では ｢出生蘇生術｣ と書いてあって 、 よ く 意味がわか ら ない と

い う こ と で、 こ こ に ｢時｣ と い う 言葉をつけ加えただけでございます。

それか ら 、 その 2 つ下の行の ｢胎便吸引症候群｣ は、 用語が間違っ てお り ま したので、

正 し く 直 した と い う も のでございます。

それか ら 、 次の 5 ページにまい り ます。 5 ページの 9 ) ですけれど も 、 児 ･ 家族か ら の

情報収集の部分でございま して 、 また次以降の議題でご説明を させていただき ますが、 こ

れも字句の修正でございます。 ｢児 ･ 家族か らみた妊娠、 分娩の経過｣ と い う ふ う に ｢妊娠｣

をつけ加えたの と 、 それか ら 、 ｢分娩で感 じた こ と 、 疑問や説明 してほ しい こ と ｣ と い う こ

と で、 調査 してほ しい と い う よ う な前の資料になってお り ま したが 、 こ こ は ｢説明 してほ

しいこ と ｣ と い う ふ う に させていただき ま した。

それか ら 、 こ のページの一番下の と こ ろであ り ますけれども 、 米国産婦人科学会の特別

委員会が定めた基準、 こ の基準 と いいますのは、 脳性麻痺を起こすのに十分なほ どの急性

の分娩中の出来事を定義する診断基準 と い う こ と にな り ますが 、 これの取 り 扱いについて
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前回ご議論があ り ま して 、 こ う い う A C O Gの基準が科学的なエ ビデンス と 言える のか と

ど う か と い う ご意見や、 そ う はいっ て も これ以上よいも のがない と い う 面があっ た り 、 そ

れか ら 、 そ う はいって も 、 ま たベス ト でない と い う 意見があって 、 絶対的な間違いのない

も の と も言えない と 。 全体的な間違いがないものだ と い う ふ 引こ も言えない と い う こ と で、

参考 と して使 う 資料である と い う よ う なご意見も あ り ま した。 そ こ で、 二重線の よ う につ

け加えてお り ます。 ｢なお、 特定の文献の内容のみに基づいて分析を行 う のではな く 、 これ

ら の資料を参考に しつつ、 分娩経過の中で起こ っ た様々 な事象を も と をこ 、 総合的に分析を

行 う ｣ と つけ加えてお り ます。

そ して 、 次に 6 ページにまい り ます。 6 ページの二重線の と こ ろは、 前回の資料では、

｢当事者の責任の有無につなが る よ う な文言は｣ 云々 と い う ふ う に書いてあっ たわけです

が、 ｢法的責任の有無につながる よ う な問題は避け｣ と い う ふ う に 、 ｢法的｣ と い う 言葉を

追加 してお り ます。 それから 、 その際、 ｢具体的根拠を示す｣ と 書いてあ り ますが、 ｢根拠

の レベルを｣ と い う ふ う に前回書いてあったんですが少 しわか り に く い と い う こ と で、 ｢ レ

ベル｣ と い う 言葉を落 と しま した。 趣旨は同 じでございます。

それか ら 、 7 ページにまい り ます。 7 ぺ-ジは基本的に文言を追加 して、 同 じ趣旨でわ

か り やす く した と い う こ と でございます。 7 ページの○の 2 つ 目 ですが 、 ｢今後の産科医療

向上のために｣ と い う 言葉を、 こ こ に追加を しま した。 それから 、 ｢前項の 『臨床経過に関

する 医学的評価』 と は全く 違っ た視点から の検討である こ と を明記する ｣ と い う こ と で、

前項にそ う い う こ と が書いてある と い う こ と が よ く わかる よ う に、 こ う い う 表現に させて

いただき ま した。

マニ ュ アルの中で、 特に修正を加えた部分は以上でございます。

○岡井委員長

それでは、 こ のマニュアルの案に関 しま して 、 ご意見を頂戴 したい と 思いますが、 いか

がで し ょ う か。 特に前回いただいたご意見で、 修正 した点 と い う こ と でお願い したい と 思

いますが。

最初の基本的な考え方の 1 ) の と こ ろに、 最初に考え方を記 したほ う がいい と い う 意見

に基づき ま して 、 最初にこれをつけ加えた と い う こ と ですが 、 こ の点はよ ろ しいですか。

今、 いろいろな国でも 、 こ う い う 医療事故に対する原因分析を進めてい く と い う 運動が起

こ っ てお り ま して 、 その中の潮流 と して 、 だれが と い う よ う な こ と ではな く て 、 なぜ と い

う こ と に集中 して原因分析をやろ う と い う のは、 今、 世界的な潮流だろ う と私は思ってお
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り ますので、 これはこ う い う 方向で正 しいのかな と 考えてお り ますが、 よ ろ しいですか。

それでは、 次の と こ ろは、 4 ページは問題ないだろ う と 思います。 そ う する と 、 5 ぺ-

ジです。 た しかこ の件に関 しま しては 、 鈴木委員から ご指摘いただいたので、 こ う い う ふ

う につけ加え させていただいている と い う こ と で、 あま り 米国の も のだけにのっ と ってや

る のではな く て 、 あれはあれでそれな り に私たち も医学的な価値を認めてお り ますが、 ほ

かの意見も あ り ますので、 総合的に判断するんだ と い う こ と で、 こ う い う ふ う に書かせて

いただいてお り ます。 こ の点に関 しま してはよ ろ しいですか。

あ り が と う ございます。 では、 次の と こ ろ も 、 あま り 変わっ てないんです。 ｢ 当事者の法

的責任を｣ と い う 、 何の責任かと い う こ と がわかる よ う に 、 ｢法的責任の有無につながる よ

う な文言を避ける ｣ と 。 こ こ は前はただの ｢責任｣ だったんですれ

○上田理事

そ う です。

○岡井委員長

それが こ う い う ふ う に変わっ た と い う こ と です。 あ と 、 ｢医学的評価について記載する ｣

と 。 前は具体的根拠の レベルっ てあったんで したか。

○後技監

はい。 レベルと い う 言葉が。

○岡井委員長

根拠の レベル と い う のは、 ち ょ っ と わか り に く いですが、 実は、 いろいろな文献があっ

た と き に、 エ ビデンス レベルと い う のを私たちは評価するんですけれども 、 こ の論文で書

いてあるデータ等は、 非常にた く さ んの症例で、 しかもプロ スペク テ ィ ブ、 前方視的に研

究 した結果である と な る と 、 エ ビデンス レベルが高い と い う こ と にな る んです。 わずかな

症例で、 しかも後か ら見て分析 した よ う なデータ は、 ち ょ っ と 証拠 と してのエ ビデンス レ

ベルが低い と い う んですが、 そ う い う こ と を示そ う と い う よ う な意図で前の文章があった

と 思 う んですが、 そ こ がわか り に く いので と い う ので、 具体的な根拠を示す必要がある と

い う こ と に と どめた と い う 経緯が ございます。 こ こ も よ ろ しいですか。 ご意見があれば。

では、 次の 7ページですけれ ども …… 、 ど う ぞ、 お願い します。

○徳永委員

新生児経過の と こ ろなんですが……。

○岡井委員長
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何ページですか。

○徳永委員

4ページの新生児の出生時の情報 と して 、 身長 と 頭圏が加え られたわけですけれども 、

実際には体重、 身長、 頭囲、 胸囲をはかっているんです。 水頭症の よ う な場合は、 頭園 と

胸囲のずれと い う よ う な こ と が関係 してき ますので、 ど う せ加える のであれば、 胸囲も入

れておいたほ う がいいん じゃないか と 思いますが。

○岡井委員長

胸囲ですか。

○徳永委員

はい。

○岡井委員長

特に病気の新生児 と かは別 と して 、 普通の正常分娩で生まれた子供も 、 今、 全部胸囲を

はかっ ている んで したっ け。

○板橋委員

新生児ははかっ ています。

○岡井委員長

全部はかっ てある のであれば、 胸囲 も入れる と い う こ と でよ ろ しいですか。 異論なけれ

ばそ う い う ふ う に させていただき ます。 では、 胸囲も入れさせていただき ます。 4 ぺ-ジ

は、 その点だけですれ

○徳永委員

はい。

○岡井委員長

そ う する と 、 7 ページですが、 前のは ｢検討すべき事項については｣ と 、 その前につな

がっている ｢今後の産科医療向上のために｣ と い う のがなかっ たんですれ

○上田理事

わか り やす く しま した。

○岡井委員長

こ こ も 、 前は単に ｢医学的評価｣ と なっていたんですけれども 、 こ こ で言いたいのは、

臨床経過に関する 医学的評価。 これが前の医学的評価、 こ う い う 事象が起こ ったので、 こ

う い う 判断でこ の よ う な医療行為を行った こ と が 、 医学的に見て ど う か と い う よ う な検討
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ではな く て、 こ こ は後か ら結果か ら考えてみる と 、 皆 さ んほ と ん どの人は、 例えばA と い

う 事象に対 して B と い う 行為を行っ ている こ と は一般的ではあって も 、 こ う い う 結果を知

る と 、 そ う ではない、 別の方法がいいん じゃないか と い う よ う な こ と も書 く と い う 、 そ う

い う こ と が よ り はっ き り わかる よ う に 、 ｢前項の 『臨床経過に関する 医学的評価』 と は異な

っ た視点｣ である と い う 説明に してあるわけです。 よ ろ しいですか。

○河野委員

ち ょ っ と いいですか。 多分これは原因がわか らないままデータ を集めてい く と 思 う んで

すけれども 、 途中でまた内容が変わる と 思 う んですよね、 項 目 の内容 と か。 そ う する と 、

こ の作成マニュ アルのバージ ョ ン管理 と かを明確に しておかない と 。 例えば、 ホームマニ

ュ アル と いっ た と き に 、 どのマニュ アル と いった と き に 、 最終マニュ アルは どれか。 私が

言いたいのは、 多分わか らないデータ を一生懸命集めていって、 それか ら また報告書と い

う と 、 変わっ て く る可能性があ る と思 う んです、 記載内容が。 こ こが足 り なかった と か。

そ う する と 、 新 しいも のをつけ加えなき やいけない と した と き に、 こ のマニュアルのバー

ジ ョ ン管理をき ちん と して 、 そ こ を明確に報告者に伝えない と いけない と い う こ と なので、

そ こ を何かしていただき たい と 思います。

○岡井委員長

わか り ま した。 あ り が と う ございます。 実際にやってみる と 、 そ う い う こ と になる可能

性が高い と私も思います。 やってみる と 、 やは り こ こ は こ う すべきだ、 修正 したほ う がい

い と い う こ と が出て く る と 思いますので、 そのためにマニュ アルもバージ ョ ンア ッ プ して

い く と い う こ と で。 ほかの先生方も 、 そ う い う こ と でよ ろ しいですか。 それでは、 これは

バージ ョ ン 1 の案である と い う こ と にいた しま して 、 ス タ ー ト してか ら 、 ま たバージ ョ ン

ア ッ プする と い う こ と も あ り 得る と い う こ と にいた します。 あ り が と う ございま した。

ほかにございませんか。

○石渡委員

よ ろ しいですか。 文言のこ と なんですが、 4ページ 目 の 6 ) です。 こ こ に ｢臍帯動脈血

ガス値｣ と 書いてある 、 こ のガス値 と い う 意味がち ょ っ と わか り に く いので、 ガス分析値

ではないか と 思 う んですが、 いかがで し ょ う か。

○上田理事

臍帯脈血値、 こ こ ですれ はい。

○岡井委員長
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これは p Hです黄熟 p H と 、 それか ら p 0 2 と か p C 0 2 と か、 そ う い う 話ですよれ

○上田理事

そ う です。

○岡井委員長

ガス分析で全部含まれていますかね では、 そち ら のほ う が よ ろ しいですね。 ｢臍帯動脈

血ガス分析値｣ と い う ふ う をこ変更 させていただき ます。 それでよ ろ しいですか。

ど う ぞ。

○板橋委員

前回気がつけばよかっ たんですが、 4 ページの と こ ろの新生児の経過の と こ ろで、 ｢脳室

内出血 ( I VH) ｣ と 書いてあ り ますが、 おそ ら く こ の区切っている週数で I V Hはそれほ

ど多 く ないので、 む しろ頭蓋内出血 と い う よ う な表現に しておいたほ う が。 I VH も含み

ますので、 そのほ う が よ ろ しい と 思います。

○岡井委員長

はい。 では、 頭蓋内出血に変更する と 。 頭蓋内出血であれば、 脳室内も含まれますし、

脳実質内も含まれる し、 頭蓋内だか ら 、 硬膜下なんかも全部入る わけですね

○板橋委員

はい。 全部 ?

○池ノ 上委員長代理

I CHo

○岡井委員長

頭蓋 (ずがい) ですけれども 、 医学的には頭蓋 ( と う がい) と 読むので、 頭蓋内出血 と

い う ふ う に、 こ こ も変更 させていただき ます。

ほかに何かお気づき の点はございますか。 よ ろ しいですか。 それでは、 も し何かあ り ま

した ら 、 ま た後でも ご意見をいただ く と い う こ と で、 次に移 り たい と 思います。

次は、 議事の 3 ) ですが、 診療体制に関する情報提是供。 こ の件も 、 最初は事務局のほ う

か ら ご説明をお願い します。

○後技監

続いて、 診療体制等に関する情報提供、 本体資料の 3 ページの 3 ) と 、 資料 2 でござい

ます。 前回も 申 し上げま したが、 こ の診療体制等に関する情報提供につき ま しては、 分娩

機関に 4 月 をめ どに周知する と い う 予定 と してお り ますので、 ご審議のほ ど、 ど う ぞよ る
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し く お願いいた します。

それでは、 資料 2 に基づいて ご説明いた しますが、 先ほ ど と 同様に、 変更を加えた部分

については二重下線になってお り ます。 まず、 1 ページ 目 の 1 段落 目 ですけれども 、 これ

は 2 つの二重線の部分を追加 して 、 わか り やす く したも のでございます。 ｢分娩に関連 した

脳性麻痺発症の原因について｣ 云々 と 。 何々 を 目 的の一つ と してお り ます と い う こ と で、

わか り やす く した も のでございます。

それか ら 、 2 段落 目 は、 先ほ どの原因分析マニュアルの基本的な考え方の 1 番 目 をその

まま持ってまい り ま した。 ｢原因分析は、分娩に係わった医療ス タ ッ フ の責任追及を 目 的 と

する のではな く 、 『なぜ起こ ったか』 な どの原因を明 らかにする と と も に 、 同 じよ う な事例

の再発防止を提言する ものであ り ます｣ と あ り ますが、 済みません、 こ こ は ｢提言する た

めの も のであ り ます｣ と い う のが正確で したので、 直前に気づいたも のですから 、 修正を

お願いいた します。 ｢提言するためのも のであ り ます｣ と い う こ と にな り ます。

今のが第 2 段落 目 で、 3 番 目 はあ り ません。 第 4 段落 目 ですけれども 、 これも 目 的の こ

と をこな り ますが 、 これを追加 してわか り やす く してお り ます。 ｢分析 された個々 の事例情報

を体系的に整理 ･ 蓄積 して 、 再発防止策をま と め る こ と な どに よ り 、 産科医療に携わる皆

様が、 医療現場で脳性麻痺の発生防止や産科医療の質の向上に役立てていただ く こ と を 目

的 と しています｣ と い う こ と で、 わか り やす く 書いてお り ます。

それか ら 、 次の段落ですけれども 、 も と も と こ う い う 情報をいただ く 以上は、 医療提供

体制の改善につなげてい く と い う こ と をい う 必要があるだろ う と 。 そ う すれば、 ご協力、

ご理解もいただけるだろ う と い う こ と で入れてお り ます。 これ らの取 り 組みを 、 我が国の

産科医療体制の改善につなげたい考えでお り ますので、 お願いする と い う 形に してお り ま

す。 そのページの一番下には、 担当部署をつけ加え させていただき ま した。

続き ま して 、 2 ページにまい り ます。 2 ページ 目 ですけれ ども 、 まず 1 番の 1 ) の病院

の と こ ろで、 ( 7 ) 特定集中治療室管理料届出病床数をつけ加え させていただき ま した。 こ

れは ( 5 ) と ( 6 ) と ( 7 ) で 、 新生児である と か、 あ るいは母親に関係する よ う な集中

治療の機能の有無を聞いたも のでございます。 特にその機能がある かないか と い う こ と を 、

こ う い う 診療報酬上の加算要件を満た している か と い う こ と で推測 しよ う と い う こ と で、

( 5 ) 、 ( 6 ) が これまであ り ま したけれども 、 ( 7 ) を さ ら に追加 させていただき ま した。

( 5 ) の と こ ろですが、 これも先ほ ど気づいたんですが、 ｢治療室｣ の ｢室｣ が抜けてお り

ま したので、 加えていただき ますよ う にお願いいた します。 全部 ｢治療室管理料｣ と な り
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ます。

それが ( 7 ) で、 それか ら 、 ( 9 ) ですけれど も 、 これはすべて新 し く 追加 させていただ

き ま した、 医療安全体制について問 う 設問でございます。 病院や特定機能病院は、 こ の多

く が既に法令上義務化 されてお り ますけれども 、 それを改めて伺った り 、 そ の後 、 今か ら

出てまい り ます有床診療所部分な どについて も 、 こ う い う 安全体制についてよ り 把握する

ために 、 こ う い う 設問を してお り ます。 医療安全体制の 1 つ 目 は、 安全管理のための委員

会、 次が安全管理者の配置、 医療事故の院内報告制度、 そ して患者のための相談窓 □ と い

う 部分をつけ加え させていただき ま した。

それか ら 、 3 ページにまい り ます。 3 ページの 2 ) 診療所。 これは分娩を扱いますので、

有床診療所と い う こ と になろ う から思います。 その ( 4 ) が同 じ よ う に、 医療安全体制の

項 目 の追加でございます。 そ こ の上か ら 4 つまでが同 じであ り ま して 、 一番下の、 ｢地域に

おける 医療安全についての研修会等への参加｣ と い う の もつけ加え させていただき ま した。

現在、 病院、 有床診療所は、 院内研修が義務化されてお り ます し、 また地域で行われる外

部研修にも出席 されている こ と も あ り ますので、 こ う い う 設問を してお り ます。

それか ら 、 3 ) の助産所の と こ ろには、 その運営の形態 と して 、 ｢出張分娩｣ をつけ加え

てお り ます。

それか ら 、 4 番の貴院の設備等についてお聞き します。 1 ) 病棟について と い う と こ ろ

で、 病棟が どの よ う な診療科か ら な る病棟 と なっている か と い う こ と で、 これまでに産科

単体と い う の と 、 他科 と の混合 と い う のがあ り ま したが、 そ こ に ｢産婦人科病棟｣ をつけ

加え させていただき ま した。

続き ま して 、 4ページにまい り ます。 4 ページの上の 3 ) の と こ ろで手術室について と

い う 部分であ り ますが、 そ こ に帝王切開の決定から手術開始までの所要時間 と い う こ と で、

｢最短｣ 、 ｢最長｣ 、 ｢おおよそ｣ と い う こ と で、 何分程度 と い う こ と を記入していただ く よ

う にいた しま した。

それか ら 、 続いて 5 ページにまい り ます。 5 ページの 5 ) の と こ ろですけれども 、 看護

ス タ ッ フの勤務体制を問 う 設問を設けま した。 2 交代、 3 交代、 その他 と い う こ と になっ

てお り ます。

そ して 、 次に同 じページの 6 . の 1 ) 医師についての ( 1 ) 産科医 と い う と こ ろで表が

ございま して 、 その中に 、 最近では当直 した翌 日 は少 し休める よ う に 、 勤務緩和を行っ て

いる と こ ろ も増えてき ている と い う こ と で、 そ の設問を加えま した。 ｢当直翌 日 勤務緩和｣
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と い う 部分でございます。 それか ら 、 常勤、 非常勤の別について も設けま した。 その下の

2 ) 助産師についても 、 常勤、 非常勤の別をつ く り ま した。

同様に 6 ページにまい り ま して、 3 ) 看護師について、 4 ) 准看護師についても 、 常勤、

非常勤の別をつ く ってお り ます。

それか ら 、 5 ) ですけれど も 、 ｢上記医療従事者以外に、 今回の事例の発生 した時間帯に

勤務者がいた場合や、 医学生 ･ 助産学生等実習生がいた場合、 わかる範囲でご記入 く ださ

い｣ と い う こ と で、 当事者 と なっ た人や、 それ以外の人がその場にいたか と い う こ と を聞

く 設問を設けま した。

それから 、 同 じ 6 ページの 7番ですけれども 、 院内カ ンフ ァ レンスだ と か原因分析委員

会の事例検討を行ったか と い う こ と を問 う てい る設問ですが、 これは前回の ご議論の中で、

3 割か ら 4 割 ぐ らいは分娩時に特に リ ス ク を意識 しないよ う な事例だ と い う ふ う に思われ

る ので、 必ず し もカ ンフ ァ レンスだ と か、 原因分析委員会が行われていないこ と も ある と

い う こ と で、 明 ら かに問題があっ たかの よ う に決めつけて、 詰問する かの よ う な設問だ と

誤解される と い う こ と で、 そ こで ｢ 当設問について｣ と い う こ と で、 二重線が引いてある

部分をつけ加えま した。 ｢一般に医療事故が起き た場合は、 院内で調査を行 う こ と が推奨さ

れています。 しか し、 分娩に関連 して発症 した脳性麻痺については、 分娩後相当 の時間が

経過 してか ら 明 らかになる ケースがあ り ますので、 分娩後に事例検討が行われていない事

例も ある と 考えています。 こ こでは、 分娩後に事例検討が行われていた場合は、 ご協力を

お願いする も のです｣ と い う こ と でございます。

こ の同 じ趣旨が 、 次の 7 ページの設問の 8 番ですけれども 、 当該分娩後に、 院内の再発

防止のシステム改善等を行っ たか と い う 設問ですが、 同 じ趣旨にな り ますので、 二重線の

部分を追加 してお り ます。 ｢再発防止につき ま して も 、 上記設問 7 と 同 じ よ う に院内で対策

等を行っ ていた場合は、 ご協力をお願い します｣ と い う こ と でございます。

そ して 、 9 番、 1 0 番は変更ございません。

以上でございます。

○岡井委員長

あ り が と う ございま した。 ただいまの資料 2 の部分ですが、 いかがで し ょ う か。 ご意見

等があ り ま した ら 。

最初の と こ ろは、 前の案では、 一番最初の書き 出 しが ｢産科医療補償制度原因分析委員

会の役割は｣ と あったのですが、 こ こではまず、 補償制度 と い う ものが こ う であ る と い う
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と こ ろか らス ター ト させていただいている と 。 それから 、 原因分析は、 ｢ス タ ッ フの責任追

及を 目 的 と する も のではな く ｣ と い う と こ ろは、 先ほ どの報告書のマニュアルと 同 じ趣旨

で、 こ う い う 言葉を こ こ に入れさせていただいている と い う こ と です。 あ と はでき るだけ

こ う い う情報提供をする こ と の意味を 、 ち ょ っ と 重複 しますけれども 、 目 的は こ う ですよ

と い う こ と を さ 封こ こ こ に書き加えた と い う こ と で、 でき る だけ協力 して く ださ い と い う

こ と ですが、 こ こ の資料 2 の 1 ページ 目 の と こ ろは よ ろ しいですか。 ど う ぞ。

○板橋委員

資料 2 の 1 ページ 目 の最後の ｢ これ ら の取 り 組みを 、 我が国の産科医療体制の改善｣ 、 も

ち ろんこれは産科医療の補償制度ではあ り ますけれ ども 、 それであれば、 N I C Uまで調

査する必要はない と い う 話になって しまいます し 、 む しろ我々新生児会 と して も知っ てお

く べき と い う こ と で、 最後の文言だけは産科医療ではな く て 、 む しろ周産期医療体制 と い

う ほ う が 、 少 し発展性がある のではないか と 思 う んですが、 いかがで し ょ う か。

○岡井委員長

あ り が と う ございます。 ただいま のご意見は ど う ですか。 こ こ の と こ ろだけは周産期 と

い う こ と で、 産科 と新生児の医療も含めて と い う ふ う に広げておこ う と 。 ご意見がなけれ

ば と い う か、 賛同 していただければ、 その よ う に させていただき たい と 思います。 それで

は、 こ こ は ｢周産期医療体制の改善｣ と い う ふ う に変更いた します。

ほかに最初の 1 ページ 目 の と こ ろで。 ど う ぞ、 お願い します。

○鈴木委員

ごめんな さ い、 2 ページ 目 です。

○岡井委員長

はい。 では、 1 ページ 目 は よ ろ し ゅ う ございますか。 ど う ぞ。

○竹村委員

患者さ ん側の調査用紙には締め切 り が書いてある んですけれども 、 これはいつまでに と

い う こ と が書いてないんですが、 必要ないんで し ょ う か。

○岡井委員長

いつまでに提出 して く ださ い と い う のを入れたほ う がいいですれ それでは、 どの く ら

いの期 日 で考えるかは、 また検討する と い う こ と で、 期 日 を入れさせていただき ます。

○上田理事

そ う ですれ そ こ はち ょ っ と また検討して入れる よ う にいた します。
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○事務局

補償申請の審査の約款で決ま っ ていますか。

○事務局

いや、 日 に ちは決ま ってないです。 6 0 日 たってか らでない と 、 直接請求が……

○上田理事

ですか ら 、 期 日 を示すよ う "こ します。 何 日 とする かは検討させていただき ます。

○岡井委員長

それでは、 1 ページ副ま よ ろ しいですか。 2 ページ 目 、 鈴木委員、 お願い します。

○鈴木委員

2 ページ 目 、 3 ページ 目 なんですが、 2 ページ 目 の ( 9 ) と 3 ページ 目 の ( 4 ) の医療

安全体制ですけれども 、 医療安全体制に関 しては、 有床施設 と特定機能病院等の高度病院

と で、 法律上、 施行規則に よ ってダブルス タ ンダー ドになっ ている わけですけれ ども 、 そ

の条項か らする と 、 いわゆる 医療安全管理指針の問題と職員研修が有床施設には定め られ

ていて、 2 ページの ( 9 ) のほ う には 、 研修も指針も入っ ていない と い う こ と 。 それか ら 、

3 ページの診療所については、 む しろ地域における研修、 これは小規模施設に関 しては、

院内研修が必ず しも き ちん と でき る わけではないので、地域でいい と 思 う んですけれども 、

研修が入っていて 、 2 ぺ-ジの病院については研修が入っていない と い う 、 こ の点は何か。

あえて指針を除いた と い う こ と と 、 研修が片一方に入っ ていて、 片一方に入っていない と

い う こ と &こ何か意味がある のか と い う こ と 。

病院については、 有床施設 と い う こ と ですけれども 、 特定機能病院な どは、 いわゆる 医

療安全管理者の配置 と か、 相談窓 ロ と い う の も義務づけ られている わけなんですが、 そ こ

まで書 く のであれば、 医療安全管理部門 と い う の も義務づけ られている わけなので、 医療

安全管理部門 と い う と こ ろ も 、 ついでに と 言っては恐縮ですが、 医療法施行規則 と整合性

を合わせる のであれば、 その辺を書いておいたほ う がいいのではないかと思います。 何か

外すこ と に特定の意味がある のであれば、 ご説明いただき たい。

○岡井委員長

そ こ の基準は私、 詳 し く ないんですが、 事務局でだれか詳 しい人はいますか。 有床診療

所と病院 と の違いですけれ ど も 。

○後技監

こ の部分につき ま しては、 今、 鈴木委員ご指摘の と お り 、 法令上既に義務化 されている



ので、 当然ではないか と い う よ う な考え方も一方ではございま した。 一方で、 どの ぐ らい

義務が尾財行でき ている のか と い う 実態は さ ま ざまかな と い う ご意見も ございま して、 病院

の と こ ろはそんなに強い理由ではないですけれども 、 こ ち ら は当た り 前で、 研修は してい

るだろ う と 。 しか し、 診療所のほ う は どの ぐ らいやっている のか と い う のを丁寧に聞こ う

と い う こ と であ り ま して 、 特に絶対こ う でない と いけない と い う わけではございません。

それから 、 部門の と こ ろ も整合性を図っ たほ う がいい と い う ご意見であれば、 それでも よ

ろ しいか と思います。

○岡井委員長

そ う する と 、 具体的には、 も う 1 回こ こ を検討し直す と い う こ と ですか。 違いは 5 つ 目

の と こ ろですね、 研修会への参加 と い う 。

○鈴木委員

外 した り 入れた り する こ と に特別の理由がなければ、 施行規則 と の整合性を持たせてお

いたほ う がいいだろ う と 思います。 都道府県の調査でも 、 施行規則に よ る義務化が どの程

度実施されている のか と い う こ と については、 人、 九割方実施 されている けれども 、 残 り

の-、 二割はいるいる問題があ る と い う 都道府県の調査の結果な ども あ り ますので、 いわ

ば教育的アンケー ト と い う 意味では、 そ こ をチェ ッ クする こ と に よ って、 なければ早急に

対応 していただ く こ と を 自律的にやっ てい く と い う こ と を促進する意味で、 書いておいた

ほ う がいいのではないか と 思います。

○岡井委員長

それでは、 両方同 じ よ う に 、 5 つの項 目 を聞 く と い う こ と でよ ろ しいですね

○木下委員

今のに関連 して、 済みません。

○岡井委員長

今の こ と で。 はい、 お願い します。

○木下委員

ご指摘の と お り で して 、 病院は、 法律でそ う い う ふ う に しな さ い と なっている んですけ

れども 、 診療所はむ しろそれは無理だと い う ふ う な こ と か ら 、 委員会もつ く ら ないでよ ろ

しい、 管理者も置かないでいい と い う ふ う な こ と になってお り ますので、 こ う い う ふ う に

書き ます と 、 あたかも今後はこ う し ろ と い う ふ う な方向性も 出てまい り ま して 、 現実にそ

ぐわない と 思 う ので、 また こ の意味が ど う か と い う こ と も あ り ますので、 それは今、 ちゃ
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ん と き ち っ と診療所ではこ う い う と こ ろ を求め られて、 そ の求め られている こ と をこ対 して

やっているかど う か と い う こ と “こ直 していただく ほ う が 、 診療所に と ってはいい と思いま

す。 なぜか と い う と 、 診療所についてはほ と ん どこれ、 な く な る ん じゃないですか。

○鈴木委員

少な く と も診療所について 、 法律上義務づけ られている と い う こ と は間違いのないこ と

で、 それをや ら な く ていい と い う 通知 と かそ う い う よ う な も のはないと思 う んですが、 佐

原 さ ん、 そ う ですよね。 何かある んですか。

○佐原室長

委員会は、 有床診療所は義務づけ。

○鈴木委員

有床診療所。 無床は法律的な義務づけはないんですけれども 、 有床診療所はあ る ので。

○木下委員

ごめんな さ い、 ち ょ っ と 勘違いいた しま した。 それはおっ しゃ る と お り で、 有床診療所

以上はこれが必要なのか。 しか し、 ほん と う に委員会もつ く る んですか。

○佐原室長

委員会は、 有床診療所はあ り ます。 管理者の配置 と い う のは違います。

○木下委員

と い う 意味で、 ち ょ っ と僕も誤解 した部分があ り ま したけれども 、 それにのっ と っ た よ

う な 、 最初にご指摘のよ う な レベルで書いておいたほ う が混乱 しないかな と 思いますので、

そ う していただき たい。

○岡井委員長

今の件ですけれども 、 安全推進室長が言われるんだか ら 間違いないと思 う んですけれど

も 、 も う 1 回資料をちゃん と る確認 して 、 どこ まで義務づけ られているか と い う こ と を整理

して、 も う 一度こ こ をつ く り 直 したい と 思います。

○上田理事

今の よ う な ご指摘について、 私 ども 中で議論 しま して 、 当初、 あ り 、 な しを設けま した

が 、 あ り 、 な しを求めずに、 実施 されていれば、 その よ う に答えて く ださ い と しま した。

それか ら 、 委員会や医療安全管理者が配置が されていな く て も 、 研修については、 地域の

研修会な どに参加 している な どの取 り 組みがあ り ま した ら 、 そ こ についても答えていただ

く こ と に してお り ます。 ですから 、 それぞれの施設でこ う いっ た医療安全体制について、
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情報提蟄供をお願い しています。

○岡井委員長

ち ょ っ と待って く だ さい。 義務づけ られている こ と をやっているかど う かチェ ッ ク する

ん じゃないか と い う ご意見 と 、 それ と 関係な く 、 そ う い う こ と もやっ たほ う がいいよ う な

こ と があ る か ら 、 と にか く チェ ッ ク して も らお う と 、 どっ ちの姿勢でい く んですか。

○上田理事

ですから 、 義務づけ られたも のは求めます し、 義務づけ られてないも のについて も 、 実

施 されている か ど う か質問 しています。

○木下委員

それは要 ら ないん じゃないか と い う こ と が 、 今のお話なので。

○岡井委員長

そ う 、 それが今の。

○木下委員

だか ら 、 義務の範囲でやる のが よ り いいのではないで し ょ う か。 -々 その必要はないだ

ろ う と 思いますので。

○上田理事

施設において、 こ う いった医療安全が どの よ う に取 り 組まれている のか、 今後の改善策

を検討する に当たって、 そ う い う情報をでき るだけ広 く 収集する こ と を考えま した。

○木下委員

でも 、 今の ご意見の と お り のほ う が僕はいい と 思 う ので、 そんなに無理して理想的なこ

と を追い求め る必要はないのではないか と 思います。

○岡井委員長

こ こでこ の件に決着つけたい と 思いますので、 こ の件に関 してのご意見を。 今の議論の

こ と で。

○鈴木委員

案を提案 したい と 思います。 まず診療所のほ う ですけれども 、 法律上要求されている医

療安全管理指針も含めた 4 条件についてはチェ ッ クする と 。 それ以外の こ と については、

そ の他 と い う 欄を設けて 、 要する に 、 プラ スアルフ ァ の医療安全体制をやっている のであ

れば、 それは望ま しいこ と ですか ら 、 診療所のほ う は、 その他 と い う 欄をつけて括弧 して

書 く 欄を設けた ら ど う で し ょ う か。 つま り 、 指針と委員会 と 院内報告 と研修、 こ の 4 つに
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関 しては法律上の要件ですので、 チェ ッ ク を明示する と 。 それで 5 つ 目 と しては、 その他

を記述式で入れる と い う こ と です。 それか ら 、 病院に関 しては、 特定機能病院 と か研修病

院、 国立病院等のプラ スアルフ ァ を要求されている のがあ り ますので、 今の有床診療所の

4 要件にプラ ス して、 病院に よ っ てはプラ スアルフ ァ が要求されている の と 要求されてい

ない と こ ろがあ り ます。 そ して 、 要求 されていない と こ ろ も 、 大規模病院に関 しては、 で

き る 限 り 特定機能病院ク ラ スの体制をする こ と が望ま しい と い う のは、 た しか通知だった

か と 思いますので、 つま り 相談窓 口 、 管理部門 、 管理者についてはチェ ッ ク をする と い う

よ う な こ と に しては ど う かな と 思います。

○岡井委員長

あ り が と う ございます。 岡本委員か らお手が挙がっていますが、 今の こ と に関連 してで

すか。 お願い します。

○岡本委員

3 ページの助産所に関 しま して、 有床肋産所は診療所と 同 じ く 、 指針等義務づけ られて

いるんです。 だか ら 、 合わせたほ う がいいのかな と い う のがち ょ っ と気になった点です。

ただ助産所の場合はこれ以外にも 、 機器点検と か感染防止のための対策が ど う なっ ている

と か、 あ るいは 1 9 条の嘱託医師、 嘱託医療機関 と か、 別の項 目 も多少あるんですけれど

も 、 一応診療所と は同 じ よ う に合わせたほ う がいいのかな と ち ょ っ と 思いま したので。

○岡井委員長

わか り ま した。 今の こ と ですか。 では、 今の こ と もダイ レク ト に関連 している んですか。

○池ノ 上委員長代理

はい。 こ の医療安全体制の対象 と なっ ている も のが 、 実際に分娩にかかわる脳性麻痺が

起こ った事象のす り 合わせですね ほん と う にそれがダイ レク ト にかかわる こ と が多いか

ど う か。 また、 今おっ しゃっ たよ う に 、 機器の点検だと か感染だ と か と い う と こ ろほかか

わる かも しれないけれ ども 、 ダイ レク ト ではあ り ませんよれ ですか ら 、 鈴木委員がおっ

しゃ ったよ う に 、 その他 と い う 項 目 で、 特に分娩にかかわる脳性麻痺発生に関連する部分

に関 しての医療安全体制が行われている か と い う のに少 し特化 しない と 、 病院全体の全職

員に対 してやっている 医療安全体制では、 そ う い う 部分はほ と ん ど出てき ていないんです。

我々 の病院でもやっ ていますけれども 、 それほ ど脳性麻痺にかかわる よ う な と こ ろを 、 医

療安全管理体制の講義 と か、 そ う い う 話 し合い と かはあま り 行われていないので、 それは

それでその他力坏可かをやっ ぱ り つ く っ ておかない と 、 的外れになる可能性がある ん じゃ な
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いか と 思 う んですけれども 、 それはいかがですか。

○岡井委員長

ち ょ っ と待って く だ さい。 ま た新たな議論。 先に池ノ 上先生言われたこ っ ちをや り ま し

ょ フ 。 こ こ で診療体制でいろいろな こ と を聞いている 中には、 脳性麻痺の発生 と は関連 し

ない、 しか し病院の運用 と しては と て も大事な安全の こ と と か、 こ こ は全部入れておこ う

みたいな感 じなんですよね、 脳性麻痺に関連 しないこ と であっ て も 。 ただ先生は、 やは り

脳性麻痺に関連 したよ う な こ と を重点的に聞いたほ う がいい と 。

○池ノ 上委員長代理

ですから 、 こ う い う のを聞いて も実効のない質問になって しま っ て 、 こ の原因分析委員

会その他が求めている情報でないも のだけが出てき て しま う 。 実際に突発的な帝王切開、

緊急帝王切開には ど う い う 体制で臨んでいる のかなんてい う のは、 こ の内容では、 おそ ら

く あま り 出て こ ない と 思 う んですよ 。

○岡井委員長

帝切までの時間は書いてあ り ます鼻為 こ こ の部分ですよ。 2 ぺ-ジの 1 . 貴院の診療

体制についてお間き します と い う のは、 その病院の体制全体に問 う ているわけです。 これ

が脳性麻痺の発生 と 関連 したかど う かは別 と して 、 こ の病院は、 産科を取 り 扱 う 病院 と し

て 、 ど う い う 体制でやっている病院なのか と い う こ と なんですけれども 、 それが必要ない

かど う かですれ そ こ の と こ ろ をち ょ っ と先に議論 して。

○河野委員

多分、 それは仮説を ど う と るか と い う こ と なんです。 その と き に 、 最終的な個人の判断

まで、組織のそ う い う 物の考え方、安全文化 と いった も のが影響 している と い う 仮説を我々

が持つな ら ば、 当然集めなき やいけないはずなんです。 そ う ではな く て 、 目 の前のやつだ

けで我々 は切る と い う のであれば要 ら ないわけですから 。 しかし、 世の中の流れは、 組織

文化 と い う と こ ろに来ている こ と は確かです。 安全を最優先するかど う か と い う のが 、今、

その組織の中で問われているわけです。 そ う する と 、 そ う も のが判断の個人の と こ ろへ影

響する と い う のが、 僕は今の大き な流れだと思います。 そ こ に入れるか入れないかを、 こ

こで決めればいい と思います。 仮説の考え方だ と 思います。

○池ノ 上委員長代理

入れる のは入れるんですよ。 入れる のは入れる んだけ ど 、 入れてもむだな こ と しか集ま

ら ないか と 、 分娩時に関係する脳性麻痺の発生に関 しては。 ですから 、 鈴木委員がおっ し
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や ったよ う るこ 、 その他 と い う 項 目 を しっか り 入れておかない と 、 集めた情報が実践的なも

のでないも のになる可能性がある と い う のを 、 僕は申 し上げてお り ます。

○岡井委員長

それはこ こ の と こ ろ と ち ょ っ と切 り 離 して 、 脳性麻痺の発生に関する と こ ろの体制に関

して 、 特別にまた書 く よ う な項 目 を設けますか。 こ こ はあ く までも医療安全の病院の体制

についての記載部分になっ ていますか ら ヌ鸚

○池ノ 上委員長代理

それはそれでク リ アに してもいい と 思いますけれども 。

○岡井委員長

済みません、 お願い します。

○豊田委員

そ う い う 医学的な部分も ある と思 う んですけれども 、 結構患者さ んたちの疑問 と か と い

う のは、 その経過をちゃん と 見て く れていたのか と か、 そ う い う 問題だった り 、 倫理的な

問題だった り 、 いろいろなものを含めて疑問に思われた り する ので、 実際に医療者の皆さ

んが ど う い う 勉強を されている のか と い う のを知 り たい と い う のがある と 思 う んです。 そ

れでだんだん院内の安全文化みたいなものが変わってい く 方向を 、 やっ ぱ り 患者さんたち

は願っている ので、 こ の内容が直接一般公開 されるわけではないんですけれ ども 、 全体的

な大き な意味での再発防止の意味では、 私はそ こ の部分も 、 今、 池ノ 上先生がおっ しゃ ら

れたこ と も大切なんですけれども 、 それだけではない部分で、 医療安全の学びを している

と い う 、今、 ど う い う ふ う にやっている のか と い う こ と を知る のも必要かな と 思いま した。

と い う のは、 私も こ う い う 安全管理者研修 と か、 医療安全の研修会 と かに招かれた と き

に 、 各都道府県 と かで企画された と こ ろに参加する と 、 やっ ぱ り 小 さ い施設の皆 さ んが、

自分の と こ ろで勉強でき な く て困っ ていて 、 そ う い う と こ ろに 自分の意識で積極的に参加

されている方たちにた く さ ん出会 う んです。 そ う する と 、 そ う い う 人たちが ど う い う と こ

ろで ど う い う 形でや られていっ た ら勉強 しやすいか、 学びやすいか と い う こ と がわかる の

ではないかな と思います。 それ と 、 そ う い う 一つ一つの小さ な積み重ねの努力を されてい

る 医療者がいる と い う こ と を 、 国民の皆さ ん と い う か、 患者 さ んたちに知っ ていただく た

めに も 、 大き な意味でこ う い う 情報を集める こ と “ま大切 じゃないか と い う ふ う に 、 出会 う

医療者の皆 さ んか ら 、 私は感 じています。

○岡井委員長
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豊田委員の意見は、 研修 と か教育 と かを ど う い う ふ う をこやっている か と い う 情報は入れ

てお く べき だ と い う 理解でいいんですね。

○豊田委員

そ う ですね だか ら 、 鈴木委員のおっ しゃ る よ う に、 その他 と かで十分いい と思います

けれども 、 ど う い う と こ ろの勉強を しているか と い う こ と も 、 1 つには、 こ の今の脳性麻

痺に関する原因分析の こ と も も ちろん大切なんですけれども 、 それ以外に も 、 親御さ んの

疑問 と い う のはそ う い う こ と だけではないので、 そ う い う こ と の学びも しっ か り やっ てい

き たい と 思っ ている人たち もた く さ んい る し 、 それが う ま く 自 分たちの施設で学べない現

状も ある ので、 それを ど う い う 形で当該以外の と こ ろで支援する と い う と い う こ と も 、 将

来的には考えていかな く ちゃいけないので、 その両面の情報が、 私は必要だ と 思います。

○岡井委員長

あ り が と う ございま した。 その辺を こ の体制の中に入れる こ と を考えたい と 思います。

そ う い う 情報も入っ て く る よ う な も のに したい と い う こ と で。 ち ょ っ と それ と 、 こ こ の安

全体制の と こ ろをち ょ っ と切 り 離して もいいですか。 そ う い う の も情報 と して入れたい と

い う のは考え させていただ く と して。 医療安全体制 、 ( 9 ) の と こ ろです。 これに関 して、

鈴木委員のご提案で、 義務化されている こ と を聞いて、 その他 と い う 、 それ以上にやって

いる こ と があれば書いて く ださ い と い う 問いに した ら ど う か と い う ご意見。 それをち ょ っ

と先に決めて 、 次に進みたい と 思いますが、 ど う ですか。 賛成の方が多そ う な……。

0水上委員

賛成です。

○岡井委員長

賛成ですか。 では、 それでいき ます。 こ の件に関 しては、 佐原安全推進室長に一応。 そ

う い う こ と でよ ろ しいですか。 では、 義務化されている こ と を 、 も う 1 回書類でき ちん と

確認 してそれに合 う よ う に して 、 それ以外にやっている こ と を書いて も ら う 。

それから 、 池ノ 上委員の言われた、 脳性麻痺の発症に関する こ と に 、 ダイ レク ト な今回

の体制で、 何か問題があれば書いて く だ さ い と か、 そ う い う のでいいんですか。

○池ノ 上委員長代理

いやいや、 僕は鈴木委員のご意見をセカ ン ド したんです。

○岡井委員長

ああ 、 そ う ですか。 いいんですね。
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○池ノ 上委員長代理

その他を入れておかない と不十分ですよ と い う こ と を言いたい発言ですか ら 。 今、 手を

挙げま したのはそれだけです。

○岡井委員長

その他の中に 、 今回の 自 分たちの経験 した症例で、 医療安全体制 と脳性麻痺の発症に何

か関連があれば、 気がつ く と こ ろがあれば書いて も ら う と い う よ う な こ と でいいです為

それはそれで、 また直 したほ う がいいかも しれないですれ

○上田理事

はい。 その よ う に整理します。

○岡井委員長

それか ら 、 あ と るま研修 と か教育のシステムが ど う なっ ているか。 勤務 している人たちの

考え方と かも書いても ら う と い う こ と で。 あ り が と う ございま した。

それでは、 こ こ はこれでいい と して 、 竹村委員、 ど う ぞお願い します。 それか ら も う 一

つ 、 助産所も 同 じ項 目 を入れる と い う こ と でよ ろ しいですか。 では、 お願い します。

○竹村委員

2 ページ 目 の 1 ) 病院、 ( 1 ) 許可病床数と い う と こ ろが 、 全体何床で産科何床 と なっ て

います。 3 ページの一番下のほ う の設備の と こ ろでは、 産婦人科病棟と産科単体病棟 と い

う ふ う に分けている んです。 2 ページ 目 の と こ ろが産科だけを申告する のか、 産婦人科病

棟であっ てみた り いろいろする と 思 う んですが、 ど う なんで し ょ う か。 産科だけで書かな

き やいけないのか。 病院によ っていろいろだ と 思 う んですけれ ども 。 婦人科は ど う い う ふ

う な取 り 扱いをする のか。

○岡井委員長

最初の 2 ぺ-ジの 1 ) の ( 1 ) ですれ 産科 と規定 して しま う のが問題 ? 産婦人科の中

で産科だけを規制でき ない と こ ろ も あ る と い う こ と ですれ

○竹村委員

そ う ですれ 書き に く い と こ ろがあるん じゃないかな と 。

○上田理事

2 ページの産科は、 分娩に係る病床です。 竹村委員がご指摘の よ う に、 3 ページには、

病棟全体が産科だけ、 また婦人科と 産科が一緒の病棟、 他診療 と の混合を示 しています。

ですか ら 、 2 ページの産科は、 分娩に係るベッ ド数について求めている のですが、 わか り
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に く いですか。

○竹村委員

分かれている病院も あれば、 一緒になっ ていて 、 分かれていない病院が結構多い。

○岡井委員長

病院 と して 、 産婦人科 と い う ふ 捌こやっている と こ ろ も あ る 。 分けていない と こ ろがあ

る と い う こ と です為

○竹村委員

　　　

○岡井委員長

そ う する と 、 こ こが書き に く い と 。

○石渡委員

分けてない と こ ろのほ う が多いん じゃないで し ょ う か。 特に中小病院の場合は。

○板橋委員

産婦人科病棟で統一 された らいかがですか。

○岡井委員長

こ こ は病床数を書いてほ しいんですよれ じゃ 、 ( 1 ) の 2 ぺ-ジの と こ ろは、産科何床、

または産婦人科何床に しま し ょ う か。 病院によ っては、 産科 と婦人科 と分けている と こ ろ

も ある んですよね。

○竹村委員

そ う い う と こ ろばか り じゃないので。 しかも許可病床数と い う と 、 役所の言葉みたいに

なっ ている ので。

○上田理事

余計ですれ はい。

○岡井委員長

3 ページのほ う は、 扱っ ている病棟が産科だけになっ ているか、 婦人科一緒にやっ てい

る か、 さ 拭こ混合なのか と い う こ と を聞いているわけですれ

○竹村委員

これな ら わか り いいです。 ち ょ っ と語彙だけ。

○岡井委員長

あ り が と う ございま した。 それか ら 、 ほかには、 手術室の帝王切開決定か ら手術開始ま
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での所要時間、 最短、 最長、 おお よそ と い う のがあ り ます。 それこそ脳性麻痺にダイ レク

ト に関連する体制の重要な部分でも あ る か と 思いますが。

○松田委員

3 ページ 目 の用語の話ですけれども 、 分娩数 と か救急搬送の と こ ろで、 直近の 1 年間 と

あ り ますけれ ど も 、 これは発症 した月 の前の 1 年間 と い う 意味で、 そ う い う 理解で統一 さ

れているんで し ょ う か。

○上田理事

そ う です為

○岡井委員長

そ う い う 統計をまた と り 直 さ ない と いけないですね。

○松田委員

と り 直 さ ない と いけない と い う こ と です。

○岡井委員長

だか ら 、 前年度 と か、 前年のに した ら 、 前の年の分が、 ざっ と その統計が出せる んです

よれ

○松田委員

そ う い う 意味です。

○上田理事

こ の情報については、 2 ページの最初にあ り ますよ う に、 あ く までも発生 した当時の状

況が基本であ り ま して、 その時点の直近の1 年間であ り ますか ら 、 その直近で新たにデー

タ を と る のか、 それに近い と こ ろの 1 年間のデ-夕 があれば提出 していただ く と い う こ と

になる と 思います。 その時点の直前の 1 年間なのか、 おおむね直近でいいのか、 その点に

ついては分娩機関にお任せ しています。

○岡井委員長

どち らでもいい と い う 意向だそ う ですけれども 、 どち ら でもいいな ら 、 当時の直近、 あ

るいは前年の と か入れておいたほ う が。

○水上委員

前年度か、 も し く は前年ので し ょ う ×侮 そのほ う が統計 と り やすい と 思います。

○岡井委員長

ええ、 統計一鳥 9 月 か ら 9 月 ま で と い う よ う な統計を取 り 直 した り する必要が出て く る

‐25-



と 困 る 。 前年度。 普通は どっ ちでいっていますか。 年ですよれ

○水上委員

年ですれ

○岡井委員長

｢前年の｣ じゃだめですか。

○上田理事

｢当時の前年｣ 。

○岡井委員長

いや、 ｢発生 した前年の 1 年間｣ 。 そのほ う がわか り やすい し、 統計も 。

○上田理事

わか り ま した。

○岡井委員長

ある統計は 5 月 か ら 4 月 で、 こ っ ちは と なる ので、 ｢発生 した前年の｣ に しま し ょ う か。

じゃ 、 そ こ はそ う い う こ と で、 前の年何年 と い う のにみんな統一 して、 そ う い う ふ う に書

いても らお う と い う こ と に しま し ょ う 。 お願い します。

○村上委員

診療体制の と こ ろで、 オープンシステム と い う か、 私 ど も の病院でも 、 開業助産師さ ん

が来てお産をする と い う 体制も大分広がっ ている と は思 う んですが、 それはこ こ で入れて

おかな く て よ ろ しいで し ょ う か。 お産する人が…… 、 ど こかにあ り ま したか。

○岡井委員長

5 ページの と こ ろに 、 ｢今回の事例に立ち会った医療従事者についてお聞き します｣ と い

う のがある んですよ 。 こ こ にそ う い う ふ う にオープン病院 と …… 、 ど う 書けばいいのかな。

他院か ら の応援医師 と か、 そ う い う のが入って く る可能性がある と い う こ と です裏為

○村上委員

はいo

○岡井委員長

オープン病院に出向いて診療を行 う 医師のこ と を何 と い う んですか。 何か呼び方あ り ま

したつ け。 例えば、 開業 してお られる んだけれども 、 妊婦検診は 自 分の と こ ろで見ていて、

お産はその病院に行ってやっている と 。 そ う い う 医師のこ と を呼ぶ呼び方は、 何かあ り ま

したつ け。
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○村上委員

呼び方はないですけれども 、 オープンシフ ト の場合は、 診療所の先生が来てお産を され

ますよね。 助産所もそ う ですよね、 病院でお産をする のは。

○徳永委員

病診連携病院の登録医師 と い う 形で。

○岡井委員長

ああ 、 登録医師ですか。

○徳永委員

一応は来る んです。

○岡井委員長

病診連携登録医師 と か、 病診連携助産師と か、 登録助産師ですか、 そ う い う よ う な表現

でわか り ますかね

○村上委員

いいんですかれ

○岡井委員長

今の意味が通 じるか ど う か。

○徳永委員

療養連携病院の登録医師と い う よ う な形で来るんです。 登録医師で し ょ う かれ

○岡井委員長

では、 ち ょ っ と言葉を調べて追加 します。 こ こ の と こ ろでいいで し ょ う 、 6 . の と こ ろ

で^。

○村上委員

はい。

○岡井委員長

5 ページにそれを追加 します。 助産師さ ん と 両方あ り 得る と い う こ と で。

ほか、 6 ページ等は ど う ですか。 6 ページの最後の と こ ろで、 ち ょ っ と僕、 気がついた

んですけれども 、 二重線が引いてある 2 行 目 ですけれども 、 ｢分娩後相当の時間が経過 して

か ら ｣ っ て 、 これ、 脳性麻痺の場合、 ｢月 別 ぐ らいのほ う がいいん じゃないですか。 相当

の……。 時間 と い う と 、 今 じゃ な く て明 捌こなった と い う ぐ らいの単位と思われちゃ う け

ど、 脳性麻痺は ｢月 日 ｣ ですよね、 単位的には。 場合に よ った ら ｢年月 ｣ かも しれない。
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｢年月 ｣ の ほ う がいいかな。

○上田理事

｢年月 ｣ ですれ

○岡井委員長

では、 ｢年月 ｣ に。

○池ノ 上委員長代理

｢年月 ｣ 。 やっ ぱ り ｢月 日 ｣ じゃないですか。 板橋先生、 ど う ですか。

○板橋委員

｢年余｣ にすれば……

○岡井委員長

｢時間｣ と い う と 、 ち ょ っ と僕 らだ と 、 少 しお く れて発症する と い う 感 じで。

○板橋委員

そ う です為 疑わ しいな と 思 う のは 6 カ月 ぐ らいから疑 う こ と はあ り ますが、 通常やっ

ぱ り 1 歳 ぐ らい前後で告知 と いいますか、 可能性が高い と い う ふ う にお話 しする こ と のほ

う が多いかも しれないです為

○岡井委員長

｢月 日 ｣ に しま し ょ う か。

○宮澤委員

それだっ た ら 、 ｢月 日 ｣ と か ｢年月 ｣ じゃな く て 、 ｢ あ る相当 の期間 ｣ と い う のが一番。

○岡井委員長

｢期間｣ でいいです為 あ り が と う ございます。 では、 ｢期間=こ し ょ う 。 ｢相 当の期間｣ 。

あ り が と う ございます。

○板橋委員

よ ろ しいで し ょ う か。 症例に該当する ケース に関 しては麻酔科等が書いてあるんですが、

それ以外の体制、 一般病院ですと 、 麻酔科医が多分かかわる こ と が多いんだろ う と思 う ん

ですが、 いわゆる一次診療施設については、 麻酔科が来 られてやっている と こ ろや、 いろ

いろな体制がある と 思 う んですが、 それは体制 と い う ふ う な と こ ろでは聞 く 必要があるん

で し ょ う か。 小児科医なので、 そ こ の と こ ろ よ く わか ら ないんですけれども 。

○岡井委員長

今回の事例 じゃな く て……。
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○板橋委員

全体的な診療体制についてはわ り と詳 し く 書いてはある んですが、 それは主に産科と新

生児、 それか ら助産師……。

○岡井委員長

先生のおっ しゃ る のは、 4 ページの 5 . の と こ ろに 、 麻酔科を入れたほ う がいいかな と

い う ご意見ですか。

○板橋委員

そ う ですね。

○岡井委員長

4ページの 5 . の 1 ) の と こ ろに 、 麻酔鞠科斗医 と い う のを入れま し ょ う か。 よ ろ しいです

か。 ほかの委員の先生方か ら異論がなければ、 こ こ に麻酔科 と い う の も聞いておこ う と い

う こ と です。

お願い します。

○竹村委員

3 ページの 3 . の、 貴院の救急搬送等の状況 と い う のは 、 送 り 出すほ う ですか、 受け る

ほ う ? 多分送 り 出す と い う 意味で書いてい ら っ しゃ る のかな と 。

○岡井委員長

これは送 り 出すほ う を想定 している ……

○水上委員

3 . の 4 ) に受入 と い う のがあ り ます。 1 ) 、 4 ) で、 依頼 と 受入 と い う のがあ り ます。

○竹村委員

こ の場合、 両方出てき ますれ

○上田理事

ですか ら 、 1 ) と 2 ) は依頼、 お願いする ほ う です。 3 ) 、 4 ) は他施設か ら受け入れで

す。

○竹村委員

わか り ま した。

○岡井委員長

こ の ｢搬送等J で両方を言っ ている わけですれ

○上田理事
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はい。

○岡井委員長

こ こ は受け入れ、 依頼、 両方入れたほ う が。 最初の こ こ の言葉に、 ｢搬送の受け入れ、 依

頼等の状況｣ と 書いておいたほ う が 、 どっ ち も聞いている んだ と わか り やすい気が。

○上田理事

わか り ま した。

○岡井委員長

お願い します。

○徳永委員

体制の問題ですから 、 ち ょ っ と違 う かも しれないんですが、 脳性麻痺と の関連 と い う こ

と を少 し調べてい く と い う こ と であれば、 診療所な り 病院における患者さ ん と の接点です

れ 例えば、 母親学級だと か、 いろいろな こ と をするための試み的なこ と をいろいろな と

こ ろでやっている と 思いますので、 そ う い う の をちゃん と 聞いてお く 必要がある ん じゃ な

いかな と 思 う んですが。 つけ加えたほ う がいい と 思います。

○岡井委員長

今ないですかね

○上田理事

今ないです。

○岡井委員長

診療体制の中に入れてお く と い う こ と でよ ろ しいですか。

○徳永委員

はい。 でき た ら どこ かに。

○岡井委員長

どこ かにですれ 医療安全の次 ぐ らいの と こ ろに 、 そ う い う 患者 さ ん と の接触の場 と か、

母親学級と か。 あ り が と う ご ざいま した。 ど う ぞ、 お願い します。

○松田委員

非常に レアなケースかも しれませんけれども 、 自 宅分娩 と か車中分娩 と い う 症例が該当

した と き には、 どこ に書いた らいいのか。 あ るいは、 例外的に項 目 をつける のか と い う 。

○岡井委員長

制度そのも のの中で、 そ う い う 事例を ど う 扱 う こ と にな っ ていま したっ け。 分娩機関で
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分娩 していない……

○上田理事

医学的管理下の も と で分娩されたケース は対象に しますので、 救急搬送中に車中で出産

される ケース も個別に検討を行った上で対象と なる場合がある と 考え られます。

○岡井委員長

それは搬送途中だと 、 搬送元のほ う が こ う い う データ を出すこ と をこな り ますか。

○松田委員

だれが書 く のか と い う 。

○岡井委員長

A と い う 一次施設か ら 、 B と い う 病院に運ぶ途中に生まれた と 。 Aのほ う が出す ?

○上田理事

どの施設がデータ を出すかは、 医学的管理下の も と での解釈によ り 、 判断する こ と "こな

る と 思います。 該当する施設が申請 されますので、 その施設の医療情報になる と 思います。

○水上委員

その こ と については、 かな り 厳し く と い う か、 き ち っ と 明確に しておいたほ う が よ ろ し

いん じゃないで し ょ う か。 例えば、 三十四 、 五週でお産にな り そ う な と き に、 う ちでち ょ

っ と 見れないか ら と い う こ と で救急車で運んでいて車中分娩になった と き に 、 例えば、 そ

の 申請があっ た と き に 、 その 3 0 分前に受ける と いった病院が報告する義務がある のか、

運ぼ う と した病院にする のか と い う こ と を き ちっ と決めておかない と 、 後で混乱が生ずる

ん じゃ ないで し ょ う か。

あ と も う 1 点は、 2 0 週でこ の保険に入る こ と が明 らかになった人が、 病院に行 く のが

間に合わないで 自 宅でお産 して しま った 、 も し く は 自 家用車で、 自 分の夫の運転する車の

中でお産 して しま った場合の こ と も 、 き ち っ と 明確に しておいたほ う が よ ろ しいん じゃな

いですかね

○上田理事

先生ご指摘の、 医学的管理下の解釈については、 別途き ちん と整理してお示 し します。

○岡井委員長

じゃ 、 今の ご質問に関 しては、 も う 一度整理 してか らお答えする と 。 ま た、 ど こ かに記

載も しない と いけないですれ ああい う 事例の場合は ど う か と い う 。

○上田理事



そ う ですね、 はい。

○岡井委員長

お願い します。

○竹村委員

5 ページの 6 . の ｢今回の事例に立ち会っ た医療従事者｣ と 書いてあ り ますが、 その立

ち会った と い う のが 、 分娩室に立ち会っ たなのか、 長い人です と 2 日 も 3 日 も 陣痛室にい

て、 さ っ き の救急の刻ま逆の例があ り ますね、 長い期間。 そ う する と 、 3 人 どこ ろ じゃな

いこ と になっ ちゃ う んですけれ ども 、 その辺 、 全部書 く のか。 ただ、 夜勤者はずっ と 長い

こ と徐脈が続いていて、 日 勤に変わった途端にパ ッ と産まれた と 。 日 勤者だけ書 く のか、

その辺の と こ ろがち ょ っ と あいまいな気がするんですけれども 。

○上田理事

整理 します。 確かに点でな く て 、 今先生がおっ しゃっている のは、 あ る 時間帯 と い う こ

と ですれ

○岡井委員長

大事なかかわ り 方を した人を書いて も ら っ たほ う がいいん じゃないですかね そ う い う

意味では、 実習生がいた と か と い う のは、 ど う い う 意図がある のか。 これは何か意図があ

ったんですか。 実習生を 、 学生の こ と も書け と い う のは。 教育する のに大変だった と い う

こ と ですか。

○村上委員

5 ) です霞為 前回、 教育的な配慮の環境下にある分娩時の状況を ど う する か と い う こ

と で意見を言わせていただき ま したが、 やは り 現実的に、 学生が実習する と い う こ と が病

院の中ではかな り 占め る割合が高いので、 その と き に 、 学生の持っている ケース 、 あるい

は、 それ以外のケース を 1 人の助産師が管理を してい く と い う 実態があって 、 も ち ろん産

科医もいる か と 思 う んですけれども 、 現場でいろいろな ミ ス と い う か、 ア ク シデン ト が起

き た と き の環境はそ う い う 微妙な状況がすご く 重要だ と 思 う ので、 そ う い う 意味で、 だれ

がそこ に立ち会っていたか、 どの よ う なかかわ り 方を していたのか、 そ して ど う 判断を し

て 、 どの よ う な報告をき ち っ と しなが ら産婦の安全性を確保 していたのか と い う こ と は、

やは り 現状的に ミ スが発生 した と き に、 こ こ はかな り シビアに出てき ます。 特に分娩監視

装置をつけていた と き の問題、 判断等含めて、 現実の現状の問題かな と思 う ので、 こ こ の

辺はも う 少 し しっ か り しておいたほ う が。 実際家族から は、 だれがついていま したか、 学
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生で したか、 経験者ですか と い う か、 新卒ですかと い う こ と が具体的に出てき ますので、

そ こ はやは り すご く 微妙な と こ ろだ と 思います。

○岡井委員長

これは先ほ どの ご質問 と も関係する んですが、 だれがその場にいたか と かだけ じゃ 、 逆

に意味ないんです黄熟 ど う い う ふ う にかかわっていたか と い う こ と がない と 、 こ こ の原

因分析委員会にデータ と して提出 して も ら う 価値が減 り ますので、 ち ょ っ と こ こ の と こ ろ

を整理させて く ださい。 今の と こ ろを も う 一度整理 した も のを取 り ま と めて提示 させてい

ただき たい と 思います。

ほかにございますか。

○板橋委員

1 点だけよ ろ しいですか。 4 ページの 5 . の と こ ろに、 常勤小児科医、 非常勤小児科医

の有無を問 う てお り ますけれども 、 それに加えて 、 お産にその人たちが立ち会っている の

か、 立ち会っ ていないのか。 リ ス ク のあ る と き だけ要請 して立ち会っ ている のか と い う こ

と のほ う がむ しろ大事かな と思 う ので、 こ のあた り の問いかけの こ と を考えていただいた

ほ う がいい と 思います。

0岡井委員長

今の と 同 じですよれ ど う い う かかわ り を している か と い う こ と が大事なので、 そ こ が

わかる よ う に 、 さ っ き の部分 と合わせて考え させていただき ます。

○是澤 リ ーダー

実際問題と して、 だれが立ち会っ たか、 ど う い う 役割を したか と い う のは、 カルテに書

いてあるんです。 ですから 、 こ こでだれが何と い う のを問 う 必要はないんです。 わ ざわ ざ

問いを出 している のは、 体制 と して ど う であったか と い う こ と を聞いている のであっ て 、

実際に準夜勤がだれで 日 勤がだれで と か と い う のは、全部カルテに出てき ているわけです。

ですか ら 、 分析委員会へ提出するデータ と しては、 既にそこ はあるわけです。 病院の体制

と して聞いていますので、 当該の分娩が起こ った と き は、 例えば、 深夜勤が 2 人で した 、

3 人で した こ と を聞いている ので、 だれが何をやったか と い う こ と を聞いている わけでは

ないんだ と 思います。

○岡井委員長

あ り が と う ございます。 では、 今の件も踏ま えて、 こ こ を も う 一度整理 して、 今度の と

き にでもお示 し したい と 思います。少 し時間が押 している ので、 一たん締めたいんですが。
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○水上委員

1 点だけ。 2 ページの ( 8 ) 診療科 目 と い う と こ ろに、 新生児科 と独立 して記載されて

いますよね。 新生児科 と い う のは、 まだ……

○岡井委員長

標椦は されていません為

○水上委員

でき ない科ですよ 〕乱 ですか ら 、 紛 らわ しいん じゃないんで し ょ う か。 次の 4 ページに

な り ます と 、 5 . の ( 3 ) と ( 4 ) に 、 常勤小児科医、 新生児料医を含む と なっ ています

ので、 これ、 小児科医 と して ｢ (新生児料、 新生児担当医師も含む) ｣ と かい う ふ う 々こ しな

い と 、 新生児科 と い う のは、 今、 標椦が認め られていない科です裏為

○岡井委員長

ないです。 わか り ま した。 独立 した新生児部門 と か、 何かそ う い う ふ う な表現に変えま

す。

お願い します。

○木下委員

今のに関連 して 、 そ もそ も論からいいます と 、 診療体制を どこ まで記載するか と い う こ

と で、 これは盛 り 込み過ぎていて、 こ の取 り 組みを我が国の産科医療体制の改善につなげ

たい と い う ふ う な こ 国こなれば、 脳性麻痺になった事例の病院だけを集めて も あま り 意味

がないので、 だ とする な ら ば、 こ う いった内容の ものは、 全国のすべての施設にやる な ら

わか り ますけれ ども 。 つま り 、 ほん と う に何を 目 的 と した報告書なのか、 体制に関する調

査なのか と い う のが よ く わか ら ない と こ ろがあ り ま して 、 も っ と ほん と う “こ必要な、 先ほ

ど池ノ 上 さ んおっ しゃ っ たよ う な、 こ の脳性麻痺に関連 して、 体制的な も のは問題である

よ な と い う ふ う な こ と "こ特化 して簡便な報告書に してい く ほ う が 、 よ り 実効性が伴 う ん じ

ゃないかな と い う 気がする ので、 その と き の勤務体制が、 申請する と き には何カ月 も半年

も 1 年もたっ ている場合に、場合に よ っ ては 2 年、 3 年前の と き の勤務医が どんな状況で、

だれで、 しかも経験年数が ど う だなんてい う こ と は、 お よそわか らない話であ り ま して 、

大変な話であ り ます。 と い う ので、 も っ と ほん と う に整理 してやっていただ く ほ う がいい

のではないか。

個々 の こ と の検討も 、 いろいろ と理想的なこ と を言えばき り がない話なんですけれども 、

先ほ どの学生の話もそ う であ り ま したけれども 、 その事例に関 しては、 カルテにある と お
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り で、 そ う いっ た学生が関与 した よ う な体制で今回の事故が起こ っ た と い う のな らそれは

わか り ますけれども 、 全体の体制 と してそ う い う のがあっ たな ら ば、 その原因が ど う だ と

い う こ と にはな ら ない と思いますので、 ぜひその辺はも う ち ょ っ と簡潔に整理 したほ う が

いいのではないか と い う 気が します。 そ もそ も論になっ ちゃ う んですけれども 、 ぜひち ょ

っ と整理 していただき たいな と い う 気がいた します。

○岡井委員長

あ り が と う ございます。 大変基本的で重要なご指摘をいただき ま したので、 今の点も あ

わせて も う 一度こ ち らで検討して、 またお示 し したい と 思います。 こ の議題の 3 ) につい

ては、 き ょ う はち ょ っ と こ こで議論を終了 させていただき ます。 宿題をいただき ま したの

で、 また今度の議論 と い う こ と で、 次の議題、 4 ) の原因分析に係る保護者から の意見書

について、 こ の件を先に審議していただきたい と 思います。 事務局のほ う か らお願いでき

ますか。

○後技監

それでは、 急いでご説明 申 し上げます。 本体資料ですと 3 ページ、 そ して別に資料 3 を

用いて ご説明を させていただき ます。

｢原因分析に係る保護者様か らの意見書について (ご協力のお願い) ｣ と い う 紙が 1 枚あ

り ま して 、 そ して意見書は次のページか ら と い う こ と になってお り ます。 前回の会議で、

こ こ の意見書の内容につき ま しては さ ま ざまなご議論がございま して 、 例えば、 豊田委員

か ら 、 自分 と して も関心を持って見る ので、 相談 させてほ しい と い う よ う な ご意見もいた

だき ま した。 そ して 、 いろいろや り と り を しなが ら 、 現在き ょ う の時点での進捗の途中の

ものを ご報告させていただき ます。

まず 1 ページ 目 で、 前回か ら変更 した部分は二重線になってお り ます。 前回、 ｢原因分析

は医療機関側のデ-夕 と 、 それか ら保護者側のデータ の 2 つで行います｣ と 書いてあ り ま

したが、 どち らか と い う と こ の意見を出す保護者の方々 の立場に立っ て書いて、 二重線の

よ う に してお り ます。 ｢その結果を原因分析報告書と して と り ま と め、保護者様 と 分娩機関

にお届け します｣ と い う こ と を書いてお り ます。 そ して 、 途中で出て く る 1 本線の下線は、

最終的に残る も のです。 修正ではあ り ません。

そ して 、 下の二重線ですけれ ども 、 過度な期待を抱かせて結果的にこたえていない と残

念だ と い う よ う な こ と をこな り かねない と い う こ と でご意見をいただき ま したので、 ｢なお 、

原因分析委員会においては、 医学的な観点か ら原因分析を行 う ものであ り 、 お産 された施
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設 と保護者様の調整は行いませんので、 意見書の疑問等の内容に よ ってはご意向に沿えな

い場合があ り ますこ と を 、 ご理解いただき ますよ う お願い申 し上げます｣ と い う ふ う "こ し

てお り ます。

そ して 、 2 ページ以降でございますが、 前回は随分 と ま だ空欄が多い状況で したので、

も っ と 詳細に項 目 立てを した ら ど う か と い う ご意見があ り ま した。 そ こ で少 し詳細に、 妊

娠中の状況か ら分娩が終わってその後の状況まで段階をつ く り ま して 、 その中 も また詳細

な項 目 をつ く っ てお り ます。

まず最初の二重線は、 1 ページ 目 と 同 じ趣旨の ものを書いてお り ます。 それか ら 1 番の

①で妊娠中の状況 と して、 妊娠初期か ら後期まで分けて設問 してお り ます。 そ して②は、

お産のための入院までの状况 そ して 3 べ-ジですが、 入院からお産までの状況です。 そ

して 4 ぺ-ジの④が、 お子様が生まれた と き の状･况 そ して⑤が、 お産後から退院までの

状況 それぞれの状況について 、 その と き の状態だと か、 検査だと か、 処置であ る と か、

受けた説明である と か、 場合によ っ ては母親 と 子供に分けて と い う こ と で情報をいただく

と い う こ と になっ てお り ます。

そ して 、 こ こ には二重線はないのですが、 少 し漏れてお り ま したけれども 、 5 ページ 目

の 2 番は、 疑問や説明 してほ しいこ と 。 こ の ｢説明 ｣ の と こ ろは、 前回は ｢調査｣ と なっ

てお り ま したので、 今回は ｢説明 ｣ と い う 表現に させていただいてお り ます。 まだ進捗の

段階でございますが、 ご意見あ り ま した らお願いいた します。 以上でございます。

○岡井委員長

あ り が と う ございま した。 それでは、 こ の資料 3 の前回か らの訂正 した部分に関 して、

ご意見をお伺い したいと思いますが。 これはご家族の方にもお届 け しますよ と い う こ と を

最初に書いて ある と 。 あ と は原因分析の意味について も 、 新たに説明を加えている と い う

こ と でございますが、 こ の ｢ ご意向 に沿えない場合があ り ます｣ と い う のがち ょ っ と気に

なる 。 ほかの表現のほ う がいいかな と 。 も と も と そ う い う 趣旨の も のではないので。

○上田理事

こ の点については、 前回、 豊田委員か ら ご指摘ございま して 、 期待に答える こ と ができ

なかった場合、 かえって ト ラ ブルが起こ る こ と にな る ので、 こ の よ う に しま した。 こ の表

現がいいのかわか り ませんけれども 。

○岡井委員長

｢ ご意向に沿えない｣ って、 も と も と何か向 こ う か ら要望があっ た り して 、 意向がある
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みたいだか ら 、 疑問 と か質問 と か と い う こ と だか ら 、 そ う い う よ う な ち ょ っ と 表現だけの

問題ですけれどもね。

○上田理事

そ う ですれ はい。

○岡井委員長

でき る な ら 、 それは直 して く だ さ い。

○板橋委員

よ ろ しいですか。 原因分析のために と い う ふ う には書いてある んですが、 実際に僕が親

と してこれを書 く と き に 、 どの よ う な使われ方をする のか と い う のが 、 ち ょ っ と こ の文章

の中で、 原因分析に使 う と い う ふ う るこは書いてあって も 、 親 と して 自分が書いた も のが ど

こ まで使われる と い う か。 それは単なる参考意見 と い う こ と なのか、 その位置づけが若干

こ の文章の中でわか り をこ く い と こ ろがあって 、 それが少 し親の書き方が人に よ っ て相当変

わる可能性がある ん じゃないか と い う ふ う にち ょ っ と 思 う んですが、 いかがで し ょ う か。

ほかの方の意見も聞き たい と 思います。

○岡井委員長

使われ方、 それは根本的にこ ち ら と して考えておかなければいけないこ と だ と 思 う んで

す。 あ く までも 医学的に原因を分析する と い う のが 、 こ の委員会の役割であ り ますので、

それに参考になる よ う な意見は聞いておきたい。 ただ し も う 一つ、 こ う い う 報告書を出す

に当たっ ては、 そ う い う ご家族の方か ら 、 ほん と う の原因は何だろ う か。 原因に直接関係

ないこ と であっ て も疑問を持っ ていた り と か、 説明 してほ しいこ と がある ので、 それにも

答え られる範囲で答え よ う と い う 考えがち ょ っ と あ る んですよね。 その辺の と こ ろを も う

少 し整理 して、 こ こ に書いたほ う がいいのか。 いかがですかね0 何かご意見ございますか、

今の こ と に関 して。

ど う ぞ、 お願い します。

○豊田委員

まだ私も言葉が見つか ら ないので、 またち ょ っ と少 し一緒に考え させていただきたいん

ですけれども 、 やっ ぱ り 岡井委員長のおっ しゃ る よ う に 、 確かに ｢ご意向に沿えない場合J

と い う 表現は。

○岡井委員長

ち ょ っ と気になる 。
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○豊田委員

確かに、 はい。 ただやっ ぱ り 親側の立場 と しては、 板橋先生のおっ しゃ る よ う ◆こ 、 ど う

い う ふ う に使われる んだろ う と い う よ う な こ と と かをすご く 考えて しま う ので、 前回の と

き に私はそ う い う 意味も含めて意見を言わせていただいている ので、 やっ ぱ り そ こ の表現

をも う ち ょ っ と 考えたほ う がいい と 私も思いますので、 ち ょ っ と ご相談させて く だ さい。

あ と も う 一つ、 私、 ち ょ っ と退席 しない と いけないので、 いいですか、 こ のままお話し さ

せていただいて。

○岡井委員長

はい。

○豊田委員

こ の意見書なんですけれども 、 私が実際に相談窓 ロ の相談員 と して 、 患者さ んから過去

の記憶をた ど り なが らお話を伺った り する と い う こ と をやっています し、 それか ら 、 遺族

と しての活動も している ので、 そ う い う 一般 と い う か、 患者 さ んか ら のご相談みたいなも

のもお受け していて 、 その と き にお話を伺っ ていった り してい く と き に、 記憶をた どる こ

と がかな り 難 し く て。 なので、 こ の意見書に沿って実際にお話を伺わせていただいた り し

たんですけれども 、 かな り 時間の経過 と かの記憶が難 しい と い う のを感 じま した。 まずは

これで始め られていいのかな、 そ こ か らス タ- ト してい く しかないのかな と 思っ ている ん

ですけれ ども 、 大分つけ加えていただいている ので。 ただ、 かな り 難 しい と い う こ と を私

は実感 していま して 、 想像していたんですけれども 、 実際に一緒に経過をた どっ ていった

ら 、 かな り 難 しい と い う と こ ろがあ る ので、 これは これか ら また追加 していかな く てはい

けない部分も 出て く る か と 思いま した。

前回私、 ご意見を言わせていただいた と 思 う んですけれども 、 カルテ と か母子手帳 と か、

何か情報がない と記憶をた どる のが非常に難しい と い う こ と を改めて感 じま したので、 カ

ルテ開示みたいな も のを 、 当 た り 前の よ う にやっていただける のかど う か と い う こ と です。

も しそれができ ないのであれば、 医療機関の分娩機関のほ う に対しで情報提供いただき ま

すけれども 、 こ の情報提供のよ う な も のを使っ て 、 それを ご家族にお渡 し して 、 こ う い う

も のを も と に書いていただ く と い う こ と を ち ょ っ と検討していただき たい と 思います。 何

か し らの情報がなければ、 かな り 難 しい と い う こ と を実感 しています。

それ と カルテ開示がスムーズにでき ないのであれば、 医療分娩機関のほ う に情報提供を

いただ く までに少 し期間がかかる と 思いますので、 最初に ご家族のほ う に、 これか ら調査
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を始める に当 たって と い う こ と で、 目 的 と か趣旨 と かをご説明する文書をお送 り した り と

か される と思 う んですけれども 、 その と き に 、 事前に こ う い う ご質問を させていただき ま

すみたいなも のを 、 意見書その も の を一度送っておいて、 さ ら に情報提供でき る も のが準

備できた と き に、 また 2 度 目 、 同 じ も のを送る と い う こ と をするべき か、 も しGま質問項

目 だけをま と めておいて、 その概要 と か趣旨 と かをご説明する最初の段階で、 これか ら も

のを質問 させていただき ます と い う こ と を予告的にやっておかない と 、 患者 さ んたちが こ

う い う 記憶をた どる と い う のは、 非常に大変なこ と だ と 思 う ので、 少 しそ う い う 準備を先

に していただいたほ う が 、 よ り いいのではないか。 よ り いい と い う よ り 、 かな り 難しい と

思いま したので、 そのあた り の検討をお願い したい と 思います。

き ょ う はち ょ っ と こ のまま私、 退席 させていただかな く ち ゃいけないので、 その ご検討

をお願い したい と い う こ と と 、 その後のフ ィ ー ドバ ッ ク と い う か、 報告書の公開について

なんですけれども 、 これについて もかな り 親御さ んの中で意見がそれぞれあって 、 再発防

止のために ど う ぞ公開 して く ださい と い う 方もい ら っ しゃれば、 女性のプライベー ト な部

分がかな り あ る ので、 そ う い う 公開についてはも う ち ょ っ と 慎重に して く だ さ い と い う ご

意見も一方であ り ますので、 また次回の会議な どでも発言 させていただきたいんですけれ

ども 、 その辺についての考慮もお願い したい と 思っ ています。 よ ろ し く お願いいた します。

○岡井委員長

あ り が と う ございま した。 保護者の方々 か らの意見をいかに う ま く 聞 く か と い う こ と をこ

関 しては、 相 当 こ ち ら も配慮 しない と 、 昔の こ と なので覚えてい ら っ しゃ ら ない し と い う

こ と があ る わけですれ 幾つかご提示いただき ま した。 例えば、 こ う い う ふ う に先にカル

テを開示する と か、 その辺のこ と も含めて 、 も う 一度今の こ と に対するお答えになる か ど

う かわか り ませんが、 その辺のや り 方は、 こ ち らでま と めて整理 して 、 提示 させていただ

きたい と思います。

○上田理事

そ う ですね

○岡井委員長

ほかにはよ ろ しいですか、 こ の件に。 はい、 ど う ぞ。

○岡本委員

一応も う 書いては く だ さ っ ている んですけれども 、 先ほ どち ょ っ と おっ しゃ られたよ う

に 、 思い出すのも大変 と か、 いろいろな形で任意で、 も ち ろん形式にこ だわ ら ないこ と と
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か、 母子手帳のメ モ等 と い う こ と も全部入っ ている んですが、 こ の辺が 目 立つよ う “こ して

あげて も らいたいの と 、 一応今の母子手帳は、 通称ではよ く 使われてお り ますが、 母子健

康手帳が正式狢ですので、 そ こ も書いておいていただき たい と 思います。

○岡井委員長

はい。 母子健康手帳 こ こ は線を引 く と かい う よ う な。

○上田理事

はい。

○岡井委員長

でき る だけ意見書を書きやすいよ う に、 また昔の こ と なので思い出すのが大変かも しれ

ませんが、 正確に思い出 して書いていただける よ う な工夫を したい と 思います。 よ ろ しい

ですか。 はい、 ど う ぞ。

○隈本委員

私の前回の意見を取 り 入れていただいてあ り がたい と 思います。 かな り 詳 しい項 目 で、

これだ と 大分書きやすいな と い う 印象があ り ます。 ただ し基本的に、 分娩機関のほ う か ら

出てき た情報について、 せめてサマ リ ーでもいいので、 ど う い う も のであっ たか と い う こ

と を一度保護者さ んに返すと い う のが一番の方法ではないか と 思 う んです。 カルテ本来な

ら 自分の も のですけれども 、 なかなか 自 分でお持ちの方はい ら っ しゃ ら ないので、 そ う い

う 意味では、 今回、 そ う い う 事故か ど う か、 その原因は どこ か と い う こ と を判定する に当

たって 、 必要な情報 と して分娩機関か ら 出てき た情報を見て、 これ 1 回き り ではな く て 、

思い出 した り 、 それにつけ加える こ と があった ら聞き ます と い う チャ ンス を設ける のが一

番効果的なのではないか と 思います。 カルテその も のだ と いろいろ問題がある と い う こ と

であれば、 かな り 時間経過を追った よ う なサマ リ ーに して 、 それを見て、 そ して意見を言

う と い う こ と が 、 1 つ大事だと 思います。

も う 一つ聞き取 り の体制なんですけれども 、 紙を渡 して 、 紙にちゃん と した記録を書い

て、 それを封筒に入れて出せる と い う 方々 ばか り ではない と 思 う んです。 世の中の人たち

は、 やっ ぱ り 丁寧に聞いてあげて、 “頃聴、 と いいますか、 お話を聞いてあげて、 その中でい

ろいろ思いつ く も の と か、 これは医学的にはこ う なんですけ どね と い う よ う な会話があっ

て初めて出て く る情報 と い う の もた く さ んある と 思 う んです。 私 ど も は厚生労働省の研究

費で、患者の語 り と い う データベース をつ く る作業を研究班でやっているんですけれども 、

それなんかを見る と 、 ほん と う に ち ょ っ と した き っ かけで、 ま た思い出 して語る と い う こ
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と が非常に多いんです。 そ う いっ たこ と を考え る と 、 聞き取 り 体制を、 紙も大事ですけれ

ども 、 紙プラ ス 、 例えば紙が届いた後、 必ずこ ち ら側か ら電話ない しは何ら かの形で聞き

取 り をする と か、 丁寧に聞き取 り をする と い う 、 それは最終的に報告書が出た と き の納得

への道の 1 つの、 よ く 話を聞いて く だ さ っ た上でこ の結論が出たんだ と い う 信頼感に もつ

ながる と思いますので、 文言だけではな く て 、 ぜひ と も仕組み と 体制を ご検討いただきた

いな と 思っ てお り ます。

○岡井委員長

先生のおっ しゃ る こ と はよ く わか り ます。 最初のサマ リ ーみたいなのをつ く っ て 、 それ

で答えやす く して も ら う と い う のは検討したい と 思いますが、 聞き取 り までは、 ほん と う

に こ の原因分析委員会でやる のか と い う と 、 ち ょ っ と趣旨が違っ て く る よ う な気が してな

ら ないです為 そ う い う機能を こ の運営委員会 と い う か、 医療補償制度の中ではあっ て も

いい と 思 う んですけれども 、 こ の原因分析委員会 と別の と こ ろで為 と い う のは、 相当大

変な こ と にな るんですよ 。 分析 して、 原因を き ち っ と整理するだけでも大変な量になる ん

です。 そのご家族の方と 、 みんな一例一例その話を して と い う こ と にな る と 、 やっていけ

ないん じゃないか と思 う んです。 だか ら 、 そ こ はち ょ っ と 隈本委員の言われる よ う にはで

き ないかも しれないな と 、 今、 率直な感想ですけれども 。

ど う ぞ。

○鈴木委員

4 ページですが、 さ さいな こ と ですが 、 ⑤で経過まで、 退院まで来ている ので、 ⑥でそ

の他 と い う のを 、 こ こ にお さ ま り つかないで書き たいこ と が多分。 これ、 経過ですので。

○岡井委員長

お産の後ですれ も う 一つその後。

○鈴木委員

ええ。 その他 と い う 。 経過 と ご意見 と い う のを分けていますので、 経過について、 これ

でお さ ま る のか と い う 。 やっ ぱ り その他をつけていただいたほ う が。

それから 、 先ほ ど豊田 さ んの話 と か、 今の隈本さ んの話で、 記憶喚起でなるべ く 意見書

の中に豊富な情報を提是拱していただ く と い う 意味では、 やっ ぱ り き っ かけが必要だと い う

こ と で、 こ の よ う をこ整理 していただいたこ と は非常に経過をま と め る上で重要なこ と でい

い と 思 う んですが 、 よ く 考えます と 、 これは補償請求の審査の決定と 一緒にこれが送 られ

て く る わけです為 それで 3 0 日 以内 と 。 妊婦 さ んの側か らする と 、 診療情報開示、 っま
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り 、 個人情報開示の請求の対象と して 、 まず分娩記録の コ ピーが欲 しければ請求ができ る

と 。 あわせて分娩機関か ら 医療機能評価機構に出 したこ の報告書も 、 出せ と 言えば出 さ な

き やいけないも のの対象になる と 思 う んです。 である な ら ば、 も う 審査が終わっ た段階で

すので、 審査請求、 補償請求について出てき た分娩経過を、 場合に よ っ た ら 、 記憶喚起の

ために これに添付 して送る と い う の も 、 1 つの方法ではないだろ う か と 。 それに よ ってよ

り 詳 しい、 要する に 、 診療機関 と しては こ う い う 経過 と して認識している と い う こ と を前

提にする と 、 かな り 違 う と い う と こ ろがはっ き り して き た り 、 それか ら 、 全体 と しての記

憶喚起に非常に役立つだろ う と 思いますので、 こ の分娩経過を添付する と い う こ と につい

て、 ご検討いただいた らいかがか と 思います。

○岡井委員長

隈本委員の言われたサマ リ ーを と い う のを 、 それにかえよ う と い う こ と ですね。

○鈴木委員

サマ リ ーをつ く る と い う のは、 ま た 1 つ作業が増える と い う こ と ですから 。

○岡井委員長

はい。 それは大変あ り がたいです。

○鈴木委員

妊婦が請求 して法律的に取れる も のを 、 わざわざサマ リ ーに改変する と い う 必要も ない

ん じゃ ないか と い う 気が しています。

○岡井委員長

あ り が と う ございます。 では、 先に。

0上田理事

今の先生の ご指摘は、 こ のマニュ アルの事例の概要、 3 ページ以降にあ り ますが、 こ の

こ と でよ ろ しいで し ょ う か。

○鈴木委員

マニュアル と い う のは ?

○上田理事

資料 1 のマニュ アル、 3 ページ以降に、 事例の概要をま と めます。

○鈴木委員

こ の囲みの と こ ろですか。

○上田理事
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いや、 囲みではな く 、 事例の概要で、 3 ページから 5 ページにかけて概要をま と めてい

ます。

○鈴木委員

いやいや、 違います。 これはア ウ ト プ ッ ト で結果ですか ら 、 妊婦 さ んから得た情報を ど

う やって 、 それを検討した上で出て く る ア ウ ト プ ッ ト ですか ら 。 そ う ではな く て 、 審査の

結果が出 るわけで、 支給決定にな り ま した と い う こ と と 同時にこれが一緒に送られて く る

ので、 その封筒の中に 、 分娩機関が出 した分娩経過報告書を く っつけた ら ど う か と 。

○岡井委員長

申請の と き に これが来る わけですれ 最初、 概要が出ている 、 それでいいん じゃないか

と 。

○鈴木委員

そ う です。 何 と い う タ イ トルのあれかわか り ませんが。

○岡井委員長

僕も鈴木委員のご提案は理解 しま したので、 考えます。

○木下委員

今のお話と 多少関係ある と思 う んですけれども 、 保護者様方か ら の意見 と い う こ と と し

てのいろいろ と 病院側の情報も必要である う と 。 それはよ く わかる のであ り ますけれども 、

一方病院捌か ら も 、 どの よ う な説明を してきたのか と い う こ と も 、 当然あって しかるべき

なので、 そ こ で多少違いが起こ る かも しれませんが、 少な く と もそれは今の分娩経過に沿

っ て、 どの よ う な経過で説明を してき たか。 結果こ う なっ て しま った こ と をこ対 して、 例え

ば、 施設によ っては、 大学なんかは特にそ う であ り ますけれども 、 院内で当然検討いた し

ます。 そ う いったふ う な こ と で、 どんなふ う な こ と を考えてき たか と い う こ と も 、 こ の医

療安全委員会の参考になる と 思いますので、 そ う いったこ と も資料 と してつけていただ く

と 。 つま り 、 病院側か らの資料と い う のは、 カルテだけで我々 が と い う か、 こ の委員の方

たちが見るだけではな く て 、 当然担当者がこ う なっ た経緯について 、 普通は説明 している

と 思いますので為 そ う いったこ と の病院側の意見書 と い う んで し ょ う か、 それも 当然同

様にあっ ていいのではないか と 思います。

○岡井委員長

先生、 それは資料 2 の 7 ページの と こ ろに書いていただける よ う にはなっ ている んです、

こ ち ら にはですね。 それを保護者の人に見せる と い う 意味ではない ?
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○木下委員

そ う い う 意味ではございません。

○岡井委員長

それは一応書ける よ う にはなっ てお り ます。

○木下委員

そ う ですか。 わか り ま した。

○隈本委員

聞き取 り 体制については非常に難 しい と い う お話をお伺い したんですが、 今か ら こ の制

度の設計をする わけですよ )為 それで予算について も 、 こ う い う 予算があって こ う しなけ

ればいけない と い う よ う な制約がある わけでもな く 、 あ る わけなんで し ょ う けれ ども 、 事

実上あった と して も 、 基本的に どこ に ど う お金をかけるか と い う グラ ン ドデザイ ンから 、

こ こで原因分析のために ど う い う 体制を と る か と い う こ と について も考えて もいい と な る

のであれば、 例えば、 年間 8 0 0 例であれば、 1 0 人いれば聞き取 り はちゃん と でき ます

よれ 要する に 、 既に支給が決定 したものですれ こ のお金の財源は、 患者さ んが出 した 、

あ るいは税金か ら 出ている保険料ですよれ だから ……。

○岡井委員長

これは形と しては、 医療分娩機関が出 している んです。

○隈本委員

も ちろん分娩機関が出 している んですけれども 、 その も と も と の財源と言えばそこ です

よ 1な そのお金を、 3 , 0 0 0 万円 を配分 していいのか と い う こ と も十分検討された結果、

も う 出す と い う こ と になったも のについて今か らやる わけですか ら 、 これはむだにはでき

ない と 。 こ のデータ を非常に、教訓を しゃぶ り 尽 く す と い う 言葉があるそ う ですけれども 、

いずれに して も 、 出て きた ものを しっ か り 話を聞 く こ と に よ って 、 同様事項の再発防止が

でき る わけですか ら 、 そ う い う 意味ではその聞き取 り を 、 別に患者さ んだけ と 申 し上げて

いる わけではないんです。 私のほ う か ら 申 し上げる と 、 例えば、 医療機関側から も 、 そん

なつも り はなかっ たよ と い う よ う な話が 、 き っ と途中で出て く る と 思 う んです為 そ う い

う こ と も ち ゃ ん と 聞 き取れる体制をつ く ってみてはいかがで し ょ う か と い う 提案なんです

が。

○岡井委員長

先生のご提案は理解いた しま したので、 そ う い う も のができ る か ど う か と い う こ と で、
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検討させて く だ さ い。 き ょ う はち ょ っ と そ こ までのお答え しかでき ないです。

○鈴木委員

さ っ き私、 誤解 していたかも しれないですが、 申請の と き は多少簡略でも 、 分娩経過報

告書みたいなも のは分娩機関から は出ないんで したっ け。 分娩記録等の生資料だけつけて、

請求書を出すんですか。

○上田理事

はい、 そ う です。

○鈴木委員

そ う する と 、 審査で決定する までの間に、 こ ち ら の運営組織の中で、 分娩経過はま と め

る んですか。

○池ノ 上委員長代理

事勢癲認の作業がある んで し ょ う 。

○岡井委員長

そ こ の話はあま り ……

○鈴木委員

経過をま と めない と 、 審査の対象 と しては十分 じゃ ないですよね、 審査資料 と しては。

だか ら 、 生資料だけ出て く る のであれば、 その生資料を整理して、 分娩経過 と して運営組

織の中で審査対象 と しての資料と してつ く ら ない と いけないこ と をこな り ます黄熟

○上田理事

ですから 、 先生、 その辺を どの程度ま と め る かですね。 医学的評価を行 う 前に事例の概

要をま と めますので、 その こ と を言いま した。

○鈴木委員

だか ら 、 機構でま と めたも のでもいい と 思います し、 それから 、 分娩機関か ら 出てき た

経過報告書みたいなも のが も しあ る とすればそれでもいい と 思 う ので、 記憶喚起のための

資料と して提示 した ら ど う か と い う こ と です。

○上田理事

そ う です為 どのよ う な形でま と めたもので提案するか検討させて く ださ い。

○岡井委員長

最初の段階で提出 して も ら う 中身に関 して 、 まだ詳 し く 決定 していないんで したっ け、

申請書の段階で。
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○是澤 リ ーダ-

決定 してます。

○岡井委員長

決定 しているんですか。

○是澤 リ ーダー

分娩機関か ら も ら う 分には。

○岡井委員長

それには概要を書 く よ う なのはないんですれ

○上田理事

そ う です、 はい。

○池ノ 上委員長代理

それをこ ち らでやる んです為 こ ち ら の委員会でやる。

○上田理事

そ う です、 はい。 そのま と め方が ど う な るかに も よ り ます。

○池ノ 上委員長代理

ですか ら 、 鈴木先生おっ しゃったのは、 それをまず出 した ら ど う か と い う こ と も含めて

検討すればいい と 思います。

○上田理事

それも含めてですれ

○岡井委員長

お願い します。

○徳永委員

患者 さ んか らのデータ と い う か、 そ う い う 情報提供と い う よ う な も のは、 例えば、 あ く

までも一方的な医療け則だけの分析に基づいて原因がこ う だ と い う こ と でな く て 、 ほん と う

に我々 自 身、 医療者がわか ら なかったよ う な と こ ろでの問題がなかったか と い う と こ ろを

求めてい く んだろ う と 思 う んです。 だか ら 、 対立の構造をつ く る よ う な形でのいろいろな

セ ッテ ィ ング と い う のは、 何か実際 と みまかけ離れている 内容だ と 思 う んです。 ですか ら 、

例えば、 我々 自 身が分析 した内容に、やは り 患者さ んの意向 と のずれがないか と い う 辺を 、

ど う やっ て患者さ んサイ ドか ら 引 き上げて 、 そ して次のステ ッ プに持ってい く か と い う の

が 、 こ の 目 的の よ う な気がする ので為 何か患者さ ん と 医師 と の間の対立感情的なも のを
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つ く る よ う な も のであっ ては、 僕はあま り よ く ないん じゃ ないかな と い う 印象を持っ てい

る ので、 ぜひその辺を。

0岡井委員長

先生のご質問 された意味はよ く わか り ま したので、 そ う い う こ と も考えて 、 今の議論を

や り 出す と 、 また相当長引 き ますので、 申 しわけあ り ません、 次までに考え方を整理 して 、

ま た ご提示 したい と 思います。

そ う する と 、 次の原因分析委員会における部会の運営について 、 事務局か ら ご説明 をお

願いでき ますか。

○後技監

それでは、 本体資料の 4ページをお開き いただき ますよ う お願いいた します。 原因分析

委員会におけ る部会の運営 と い う 部分でございます。 5 ) でございます。 こ こ を ご説明 さ

せていただき ます。 8 べ-ジまでです。

まず ( 1 ) で、 原因分析委員会の部会についてでございますが、 これは前回も ご説明 し

た と お り でございます。 少 しだけ変わってお り ますのが 、 部会でつ く る も のは、 報告書 (案)

を も と に審議を行い、部会 と しての報告書を取 り ま と め る と い う ふ う になってお り ますが、

前回までの案では、 報告書の素案 と い う 表現を使っ た り 、 部会 と してつ く る も のは報告書

の案だ と い う こ と と させていただいてお り ま したけれども 、 こ の よ う に 1 段階位置づけが

上がったよ う な書き方になってお り ます。 そ して 、 3 つ 目 の○にな り ますが、 本委員会、

こ の委員会では、 部会が報告書を説明 して、 そ して審議を して、 承認の可否を決定する と

い う こ と と させていただいてお り ます。

それか ら 、 ( 2 ) 部会の組織であ り ますが、 ① と して 、 部会の設置数は、 前回お示 し した

と お り 、 6 つの部会 と い う ふ う に考えてお り ます。 それか ら 、 ②部会の委員構成ですけれ

ども 、 1 つ 目 の0にあ り ますよ う に 6 名で、 2 つ 目 の0にあ り ますよ う に 、 部会長は産科

医 と して 、本委員会の委員が兼務する こ と ができ る と い う ふ う に してお り ます。 それか ら 、

3 番で、 その 6 名 の内訳ですけれども 、 産科医、 小児科医、 助産師、 弁護士、 ご らんの と

お り の人数 と い う こ と を想定 してお り ます。 それか ら 、 0の 4 つ 目 、 助産所の事例ですけ

れども 、 これは 6 名 に加えて 、 また も う 少 し助産師を追加 して、 複数の助産師が審議に加

わる と い う こ と を考えてお り ます。 それか ら 、 次の0ですが、 本委員会の委員は、 各部会

に適宜出席 し、 審議に加わる こ と ができ る と い う こ と で、 絶対 と い う こ と “こ します と なか

なかご無理も あろ う か と 思いますので、 こ の よ う に してお り ます。 一番下の0ですが、 部
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会には部会長代理 と しての産科医を置いて、 部会長が出席でき ない と き な 凋ま、 部会長代

理がその役割を担 う と い う こ と を考えてお り ます。

続いて 5 ページにまい り ます。 ( 3 ) 部会、 それから運営組織の事務局が行 う 業務内容に

ついてでございます。 ①で部会の開催時期な どでございますが、 まず0の 1 番です。 これ

は開催時期の こ と です。 最も早い場合は、 本年の 7 月 に補償申請の書類を受け付ける と い

う こ と にな り ます。 ま し摘行われる のは審査委員会でございます。 そ こ で審査が行われま し

て 、 その結果、 補償対象 と い う こ と になっ た事例については、 引 き続き原因分析を行 う と

い う こ と にな り ます。 そ こ で最も早い場合、 原因分析委員会の部会で審議が行われる のは

9 月 ごろ 、 そ して原因分析委員会の本委員会で審議が行われる のは 1 0 月 ごろ と い う ふ う

に見込んでお り ます。

○の 2 番ですけれども 、 補償対象者の数は徐々 に増加 してい く こ と が想定されます。 ま

ずはこ と しの 1 月 に生まれた重症の方の申請が上がっ て く る と い う こ と で、 2 月 、 3 月 と

いっ て徐々 に増えてい く と い う こ と を想定してお り ます。 これが どの ぐ らいのペースで増

加 してい く か と い う こ と を 、 ｢産科医療補償制度設計に係る 医学的調査報告書｣ の中で、 沖

縄県の脳性麻痺児の診断時期のデータ があ り ますので、 それを参考に して予測 してみま し

た。 その診断時期を見ま して 、 大体どれぐ らいの時期に何人ぐ らいが診断される と 。 これ

はあ く まで障害認定の と き のデータ ですので、 ち ょ っ と こ の制度 と は少 し違 う んですけれ

ども 、 ほかにデータ も あ り ませんので、 そのデータ を積み上げてい く と い う こ と でござい

ます。

そ う な る と 、 下の表のよ う にな り ます。 おおよそ こ う い う 表になる と い う こ と であ り ま

す。 一番下の段は、 四半期単位の審議件数が 2 0 0 件 と い う こ と をこなっ てお り ます。 これ

が年間に引 き延ばします と年間 8 0 0 件 と い う こ と で、 こ こで定常状態に達するだろ う と

い う お よその推測でございます。 少な く と も本年度内は、 おおむね月 1 回の部会開催 と な

る見込みでございます。 来年度以降は回数が増える と 、 その状況に応 じて体制も見直さ な

い と いけない と 思っ てお り ます。

続いて②ですが、 運営組織の事務局の業務内容でございますが、 イ . で、 事務局に産科

医、 助産師、 看護師を配置 して、 報告書 (案) の作成に協力する と い う こ と に してお り ま

す。 ロ . ですけれども 、 事務局の助産師、 看護師が、 診療録 ･ 助産録、 検査デ-夕 、 体制

の資料、 保護者の情報等確認、 整理 して 、 事例の概要を作成いた します。 ハ . ですけれど

も 、 ｢事務局は｣ と書いてあ り ますが 、 こ こ は ｢事務局の産科医は｣ と い う こ と にな り ます
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ので、 これも直前に気づいた点であ り ますが、 ち ょ っ と修正をお願いいた します。 ハ . は

｢事務局の産科医は、 その内容を医学的に精査 し 、 準備資料と してま と め る ｣ と い う こ と

で、 6 ページをお願いいた します。 ニ . ですが 、 事務局の産科医等は、 資料を も と るこ部会

委員の報告書 傷罠) 作成担当の産科医 と協議を行 う と い う こ と を して 、 そ してホ . ですが 、

報告書 (案) を個人情報には配慮 して、 部会委員に送付 して 、 事前確認を依頼する と 。 こ

の段階までいって部会に臨む と い う こ と にな り ます。

そ して⑧が、 実際、 部会での業務内容ですけれども 、 イ . と ロ . は今まで申 し上げたの

と 重複 してお り ますので省略 します。 ハ. ですけれど も 、 報告書 (案) 作成担当 の産科医

がお られますので、 その方は事務局の支援を得て報告書 (案) を作成 します。 そ してニ .

ですけれども 、 これを確認の上部会に出席する と い う こ と で、 ホ . にな り ますが 、 報告書

(案) 作成担当 の産科医が報告書の説明 を して、 そ してそれを も と に報告書を取 り ま と め

る と 。 ｢ (案) ｣ が取れる と い う こ と にな り ます。 そ してへ. ですが 、 部会長は、 報告書を

本委員会に報告する と 。 場合に よ っ ては部会長代理と い う こ と 姦こな り ますが 、 本委員会に

報告する と い う こ と にな り ます。

こ の手順を絵に したも のが 7 ページでございます。 7 ページも前回の会議でお示 し させ

ていただき ま したが 、 特に先ほ ど申 しま した報告書 (案) 、 報告書 と い う 言葉は、 従来報告

書素案であ り ます と か、 報告書案と なっ てお り ま したので、 1 段階位置づけが上がっ たよ

う な書き方になってお り ます。 それか ら 、 一番右下の点線の四角い囲みですけれ ども 、 原

因分析本委員会の業務の内容 と して 、 1 つ 目 の○が新し く つけ加わってお り ます。 報告書

について審議 し、 承認の可否を決定する と い う こ と でございます。

そ して 、 最後 8 ページにまい り ますが、 ( 4 ) その他です。 1 つ 目 の0で、 部会の委員に

ついては、 学会である と か団体の協力が必要であ り ますので、 下の四角 に書いてあ り ます

と お り 、 各学会、 団体へ協力要請を行 う と い う こ と に してお り ます。 産科医、 小児科医、

それか ら助産師、 弁護士それぞれの方々 を確保するために、 ご ら んの団体に協力依頼をす

る こ と と してお り ます。 そ してその下の0ですが、 部会の審議は非公開 と する こ と と して

お り ま して 、 3 つ 目 の○で、 審議の内容は他に漏 ら してはな ら ない と い う こ と と させてい

ただいてお り ます。 そ して最後の0ですが、 部会の組織体制や委員の構成、 運営方法は、

実際の原因分析の経験を踏ま えて適宜見直しを して改善を図ってい く と い う こ と を考えて

お り ます。 以上です。

○岡井委員長
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あ り が と う ございま した。 原因分析委員会の部会のほ う の実際の運用の仕方等を整理 し

てま と めていただき ま したが 、 症例の数、 事例の数が相当 に上 り ますので、 こ こ の と こ ろ

を う ま く 運用 しない と機能 しない と い う こ と をこな り ますので、 ご審議よ ろ し く お願いいた

します。

私、 ち ょ っ と 時間 、 ど う して も行かな く てはいけないこ と が ございま して 、 こ の後、 委

員長代理の池ノ 上先生に審議の座長をお願い したいと思いますので、 済みません、 失礼い

た します。 よ ろ し く お願い します。

○池ノ 上委員長代理

それでは、 ただいま ご説明いただき ま したが 、 引 き続き それに基づき ま してご質問、 あ

るいはご意見等あ り ま した ら 、 ど う ぞよ ろ し く お願いいた します。 ど う ぞ。

○岡本委員

4 ページの部会の組織の と こ ろの②の委員構成の と こ ろなんですが、 0の下か ら 3 つ 目

の と こ ろで、 助産所の事例に関 して複数で と い う こ と で、 これはあ り がたい と 思っ てお り

ます。 ただ、 最近病院等で院内助産が増えてお り ますので、 助産所及び院内助産の事例は

と い う 形で、 院内助産の場合も助産師複数で審議させていただける と あ り がたい と思いま

すので、 よ ろ し く お願い します。

○池ノ 上委員長代理

いかがですか。 今、 院内助産システム と い う か、 そ う い う 院内で行われる助産師さ んが

主 と して行われた事例 と い う こ と ですれ

○岡本委員

はい。 かかわった事例 と い う こ と ですれ

○池ノ 上委員長代理

あ り が と う ご ざいま した。 それはよ ろ しいですかれ では、 それも考慮 して検討してい

ただ く と い う こ と もこ したい と思います。 ただ言葉が、 院内助産所になる のか、 院内助産シ

ステムになる のか、 ち ょ っ と まだはっ き り していない と こ ろがあ り ますか ら 、 それは流れ

を見なが ら言葉は決め させていただ く と い う こ と で。

0岡本委員

そ う ですね。

○池ノ 上委員長代理

ほかにはいかがで し ょ う か。 ど う ぞ。
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○水上委員

8ページ ( 4 ) のその他ですけれども 、 こ の下か ら 3 番 目 の0に 、 部会の審議は非公開

と する と なっ ている んですが、 こ の本委員会の こ と そこついては言及 していないんですが、

当然これは非公開にな り ますよれ

○池ノ 上委員長代理

8 ぺ-ジの ?

○水上委員

8ページの ( 4 ) のその他 と い う と こ ろがあ り ますよね。 その0の 4 つある と こ ろの下

か ら 3 番 目 に 、 部会の審議は非公開 と なっ ていますけれども 、 本委員会については、 公開 、

非公開についての言及がないんですが。

○上田理事

先生、 前回は飛行機が飛ばなかっ たのでご欠席 されま したが 、 前回の資料に、 本委員会

に関 しま しては、 原因分析委員会規則で、 個人情報を保護する必要がある事項等の審議を

行 う 妻場合は非公開 とする 。 それ以外の場合は公開する 、 と い う 整理を してお り ます。

0水上委員

そ う した ら 、 例えばこ の本委員会でその報告書を承認するか否か と い う のは、 どち ら をこ

な るんで し ょ う か。 それは個人情報につながる情報がかな り 含まれますよれ

○上田理事

はい。 ですか ら 、 個人情報を保護する必要がある事案については、 非公開で行います。

具体的にはご相談 しなが ら進めます。

○池ノ 上委員長代理

では、 基本はそ う い う こ と で進め る と い う こ と でよ ろ しいですか。 ほかにいかがで し ょ

う か。 板橋先生、 ど う ぞ。

○板橋委員

8 ページのN I C U等か ら の !情報収集の件でございますけれども ……

○池ノ 上委員長代理

先生、 これは後のま と めでや り ますので、 今、 6 番の前まででご議論をいただきたい と

思いますが。 ほかはいかがで し ょ う か。 よ ろ しいですか。 ど う ぞ。

○村上委員

( 4 ) の委員会の学会等の云々 が書いてある んですが、 助産師の場合、 専門職能団体だ
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けで、 学会は、 日 本助産学会 と か、 いろいろな助産師の こ と に関する学会がある ので、 こ

こ にやは り 加味 したほ う がいいかな と 思います。 すご く 重要なこ と だ と 思いますので。

○池ノ 上委員長代理

ああ、 こ こ 。 そ う する と 、 こ の四角の中に 、 助産師……

○村上委員

はい。 日本助産師会 と 日本看護協会の後に学会 と かが入っ ていないので、 やは り 学術団

体は。

○池ノ 上委員長代理

日 本助産学会 と い う 学会を入れたほ う がいい と い う こ と ですね

○村上委員

はし 、O

○池ノ 上委員長代理

よ ろ しいですか。

○上田理事

はし 、。

○池ノ 上委員長代理

日本助産学会。 はい。

ほかはいかがで し ょ う か。 鈴木委員、 ど う ぞ。

○鈴木委員

4ページの下か ら 2 つ 目 の○です。 部会への参加なんですが、 ｢本委員会の委員は、 各部

会に適宜出席 し 、 審議に加わる こ と ができ る ｣ と 。 こ の本委員会 と い う のは、 全体委員会

の こ と ? 運営委員会ではな く て 、 こ の原因分析委員会の こ と ですれ

○上田理事

本委員会 と いいますのは、 原因分析委員会です。

○鈴木委員

ですれ

○上田理事

はい。 こ の委員会の先生方は、 6 つの部会に参加する こ と ができ る と い う 意味です。

○鈴木委員

さ ら にその上に運営委員会があ り ますので、 運営委員会 と こ の委員会の名称の区別がわ
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かる よ う に。 本委員会 と い う と 、 運営委員会かのよ 効こ読む方も。

○上田理事

先生、 4 ページの ( 1 ) の 3 つ 目 の0に 、 原因分析委員会本委員会を記載 しています

○鈴木委員

ああ、 ごめんな さ い。 書いてあ り ま した。 わか り ま した。 済みません、 読み飛ば しま し

た。 こ のま ま で結構です。

○池ノ 上委員長代理

では、 今の点はこれでよ ろ しいですね ほかにいかがですか。

前回も 、 随分これは議論を していただいた と こ ろですが。 特に部会の委員構成な どはよ

ろ しいですか。 4 ページですが。 5 ページはいかがですか。 5 ページは事業内容に入っ て、

特に事例数のシ ミ ュ レーシ ョ ンが こ こ に挙げてあ り ますが。 大体こ の く らいのペースでい

く のではないか と い う こ と であ り ますけれども。 事務局での作業が、 具体的に少 しずつ見

えてき ている と い う こ と だ と 思いますけれども 。 ですから 、 こ こ の中で、 先ほ どの概要の

よ う な も のが出て く る わけですれ 生の情報が入っ てき て と い う こ と にな り ますかね 各

施設か ら入っ てき て整理が される と 。

○上田理事

そこ は先生、 5 ぺ-ジの事務局の、 ロ . ですれ

○池ノ 上委員長代理

②のロ . と かハ . の部会で。

○上田理事

そ う ですれ その辺を事務局で整理を して 、 報告書 (案) を作成する産科医の先生が、

作成する のにあたって協力 します。

○池ノ 上委員長代理

事実の整理と 時系列の整理と がこ こでな されて。

○上田理事

そ う ですね、 はい。

○池ノ 上委員長代理

だから 、 こ の段階で、 患者さ ん側 と の情報の整理が可能になって く る と 。

○上田理事

はい。 ですか ら 、 こ の辺は先ほ どの鈴木委員のご指摘な ども踏ま えて 、 整理しま して 、
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どの よ う 々こする か検討したいと思います。 6 ページのニ , であ り ますが、 事務局は、 担当

の産科医 と 協議やカ ンフ ァ レンスな どを行いなが ら 、 報告書 (案) 作成へつなげる こ と を考

えてお り ます。

○池ノ 上委員長代理

ですか ら 、 事務局では両方相互にや り と り を 、 事例によ っ ては慎重に何回もやっ ていた

だ く と い う 必要性も出て く る 。

○上田理事

はい。 ですから 、 事務局のほ う は担当 の先生 と 常に連絡を と り なが ら 、 協議 しなが ら進

めます。 それか ら 、 分娩機関や、 家族か ら の情報、 意見な どについても収集 し、 事務局で

整理 してい く 。 その辺の体制については検討したい と 思います。

○池ノ 上委員長代理

そ う ですね、 具体的な。 大体大まかにはこ う い う ラ イ ンで進めていけるであろ う と い う 、

現時点でのo

はい、 ど う ぞ、 鈴木委員。

○鈴木委員

部会なんですが、 部会の 6 人の構成 と い う のは……。

○池ノ 上委員長代理

4ぺ-ジですれ

○鈴木委員

ええ、 4 ページです。 部会の 6 名 の構成 と い う のは、 エ リ ア と しては全国区で集める と

い う こ と にな り ますで し ょ う か。

○池ノ 上委員長代理

いかがですか。 4 べ-ジの産科医 3 名 、 小児科医 1 名い う こ のメ ンバーですが。 全国区

か ど う か と い う 。

○鈴木委員

つま り 、 回数的には相当ハー ドな こ と をやる こ と にな る ので、 全国区で集め る のか、 首

都圏で集める のかによ って 、 随分や り 方も変わっ て く る と 思 う んですが。

○上田理事

月 1 回だけではな く て月複数回の開催ですので、 現実的には関東地区を中心に考え ざる

を得ないかも しれませんが、 やは り 地域性の こ と も あ り ますか ら 、 首都圏のみな らず、 一
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部は他の地域か らお願いする こ と も検討しなければ と 思っ てお り ます。 ただ現実には、 基

本的には東京を中心に考え ざる を得ない と思います。

○池ノ 上委員長代理

基本的にはそ う かも しれないですけれども 、 私の よ う な地方にいる者は、 な るべ く 全国

か ら集めてほ しい と 。 こ の制度の重要性 と か、 これか ら の将来性を考えます と 、 やは り 全

国的な視野でも っ て動か してい く と い う こ と は、 特に重要だと思います。

○鈴木委員

私は、 委員長代理がおっ しゃ った よ う に 、 将来この部会を増や していかな く てはいけな

い と い う こ と も念頭に置いてやら ない と 、 やっ ぱ り いけない と 思 う んです。 おっ しゃ る よ

う に 、 教育的効果がすご く 大き いので、 こ う い う 自 己分析に長けた専門家を増や してい く

と い う 意味でも 、 全国区でやってい く 必要がある だろ う と い う こ と なんですが、 それを前

提にする と な る と 、 最初 6 部会で相当ハー ドな こ と をやっ ていって 、 部会の数が少ないた

めに、 委員会構成が実質的に 6 名集ま らない と 。 集ま る と する と相当 な間隔になって しま

う と い う よ う な こ と も考慮 しなが ら 、 部会開催のスケジュールを、 例えば部会が固定され

れば、 少な く と も 向 こ う 1 年間は 日 程を決めて しま う と か、 そ う い う こ と をやっていかな

い と 、 かな り 計画的なこ と で進めていかない と 、 その都度 日 程調整する なんてい う こ と に

なる と ほ と ん どでき な く な り ますので。 モデル事業でも 、 その都度 日 程調整 しているため

に、 も のすご く 間隔が開いて しま う と い う よ う な こ と も あ る んです。 その点、 ご留意いた

だければと 思います。

○池ノ 上委員長代理

あ り が と う ございます。 おっ しゃ る と お り で、 やは り こ の事業の重要性を皆 さ んに認識

していただ く と い う 意味でも 、 年間スケジュールをできれば早 く セ ッ ト して しま っ て 、 そ

の関係者には、 まずプラ イ オ リ テ ィ ーをそ こ に置いていただ く よ う な進め方が必要ではな

いか と 思います。 ぜひそ こ ら辺も ご検討をいただければ と 思います。

○上田理事

わか り ま した。 はい。

○池ノ 上委員長代理

ほかにいかがで し ょ う か。 ど う ぞ、 板橋先生。

○板橋委員

こ の部会の構成なんですけれども 、 産科医 3 名で、 産科医 3 名が 3 人 と も欠席する と い
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う こ と はまずないだろ う と思 う んですが、 1 名 の構成の人たちは正副をつけておかない と 、

そ こ の場にいて意見が言える状況 じゃ ない場合も ある で し ょ う し、 あ と はも ちろんあ ら か

じめ資料は送ってチェ ッ ク してお く に して も 、 ディ スカ ッ シ ョ ンの流れの中で、 またいろ

いろな話が出て く る可能性がある ので、 も しできれば、 人数が倍になって大変 と い う のは

ある んですが、 ク オ リ テ ィ ーの高い部会をする のであれば、 1 名 の部分は正副を置いてお

いたほ う が無難かな と 思います。

○池ノ 上委員長代理

いかがですか、 今の ご意見は。 ど う して もお一人が無理な と き に 、 だれかが、 副がかわ

っ て出ていただ く と い う 制度の運用が可能かど う か と い う こ と だ と 思います。 小児科の先

生 1 人がい ら っ しゃ ら ない と 、 かな り 影響があ り ますよれ

○上田理事

よ ろ しいですか。 検討したい と思いますが、 6 部会があ り ますので、 小児科の先生がそ

れぞれ 1 名ですから 、 6 名 を委員 と してお願い します。 先生のご指摘の よ う に正副 と い う

形でする のか、 あ るいは助産師の場合 と 同 じ よ う に、 別に委員 と して配置 して 、 その方が

参加する と い う よ う な案も考え られますが、 どの よ う にするか検討させて く だ さ い。

○池ノ 上委員長代理

では、 それも ご検討いただ く と い う こ と で。 極力だれもいない と い う こ と がないよ う に。

○上田理事

はい、 そ う ですね

○池ノ 上委員長代理

ほかにはご意見いかがで し ょ う か。 ど う ぞ。

○竹村委員

その 6 部会 と い う のは、 それぞれこ の数の 6 人ずつが固定的な 6 部会なんですか。 それ

と も 、 プールしてある人の中から適宜出る ?

○上田理事

6 部会については、 具体的に各部会の委員はそれぞれ固定 します。 6 部会をまず設置 し

て、 当初は月 1 回ですので願いでき る と思います。 ただ、 今後月 に 2 回、 3 回になった場

合に、 お願いでき る のか、 あ るいは部会を増やす必要がある のか、 その辺は実施 しなが ら

考えたい と 思っ ています。 と り あ えずは 6 部会でス ター ト を して 、 月 1 回を基本に実施す

る 中で、 今後の こ と を検討したい と 思います。
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○池ノ 上委員長代理

じゃ 、 6 つのチームをつ く る と い う こ と ですか。

○上田理事

そ う です、 はい。 基本的には月 1 回の開催でス ター ト したい と 考えてお り ます。

○池ノ 上委員長代理

よ ろ しいで し ょ う か。 ほかにはございませんか。 ほかに ご発言よ ろ しいですか。 それで

は、 原因分析委員会の部会の運営につき ま しては、 また後でご意見ございま した ら 、 事務

局のほ う にお寄せいただければ と 思います。

では引 き続き 、 今度はN I C Uの情報収集等についてを 、 事務局のほ う か ら ご説明いた

だき ます。

○後技監

本体資料の 8 ページ と 9 ページでございます。 8 ページの 6 ) N I C U等か らの情報収

集の部分でございます。 1 つ 目 の○には、 前回の会議のこ と が書いてあ り ま して 、 複数の

委員よ り 、 正確な分析を行 う ためには、 特に分娩機関から N I C Uや新生児料に搬送され

た児の状態に関する情報が必要であ る と い う 意見が出 された と こ ろでございます。

そ して 、 2 つ 目 の0ですけれども 、 こ う いった情報に関 しては、 まず標準補償約款の中

で、分娩機関が運営組織に提出する書類の 1 つ と して 、 ｢診療録又は助産録及び検査データ

の写 し｣ と かぎ括弧がついていますが、 そ う い う こ と を定めてお り ます。 そ して 、 これの

意味する具体的な内容、 具体的な記載事項に関 しては、 本 日 の参考資料にあ り ます ｢産科

医療補償制度の原因分析 ･ 再発防止に係る診療録 ･ 助産録等の記載事項に関する報告書｣

と い う のをつ く り ま して 、 既に昨年、 分娩機関に周知を した と こ ろでございます。 そ して 、

こ の参考資料の 4ページにな り ますけれども 、 新生児の記録について も記載が必要な事項

と い う こ と でお示 しを させてお り ますので、 まずはその記載を徹底する よ う に 、 分娩機関

に対して働きかけを行 う こ と に よ っ て 、 新生児期医療の情報収集につながる と い う こ と が

考え られます。

そ して 3 つ 目 の0ですけれども 、 具体的には、 N I C Uや新生児料等へ搬送 した と 。 し

たがって 、 自 院にて新生児期医療の情報を保持 していない と 。 診療 していないわけですか

ら 、 保持 していない と い う こ と になった場合には、 搬送先の医療機関の協力を得て、 そ こ

か ら情報収集を して 、 診療録等に記載をする と い う こ と が望まれる と い う こ と にな り ます。

そ して 9 ページですけれども 、 一方で と い う 話にな り ますが 、 新生児期医療の情報をN
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I C Uや新生児料等か ら収集する と い う こ と 々こ な り ます と 、 本制度の直接の当事者ではな

い新生児科医、 あ るいは小児科医の方々 に負担をかける と い う こ と をこつながる可能性があ

り ます。 そ こ で、 円滑に情報収集を行 う ためには、 そ う いっ た先生方、 新生児科医や小児

科医等の理解を得る と い う こ と が重要になってまい り ます。 したがって、 新生児科、 小児

科等の関係団体に対 して も 、 新生児期医療の情報収集について ご協力いただける よ う に、

今後働きかけを行わない と いけない と 考えてお り ます。 以上です。

○池ノ 上委員長代理

あ り が と う ございま した。 ただいま新生児に関する N I C U等から の情報収集について

の ご説明がございま したが、 何かご意見はございませんか。 よ ろ しいですか。 板橋先生、

ど う ぞ。

○板橋委員

こ のN I C Uか らの情報収集ですが、 具体的にほ と ん ど一般施設から N I C U にすぐ れこ

運ばれたよ う なケースで、 どの程度の情報か。 それは先ほ どの情報の リ ス ト の中にはあ り

ますけれども 、 こ の件に関 して 、 例えば、 脳性麻痺の発症等に関 して意見は求める んで し

ょ う か。 要する に 、 データだけいただきたい と い う こ と なのか、 そ こ の と こ ろに よ って書

き方 と い う か、 情報の提供の仕方もニュ ア ンス的に変わっ てき ますよ 1為 ただカルテの写

しだけ委員会に提出でき る よ う な も のを準備すればいい と い う のであれば、 全 く 負担はな

いわけで。 そのあた り の具体的な こ と が少 しイ メ ージがつかないので。 例えば小児系の関

連学会に協力 をお願いする に しても 、 そ こ ら辺の具体的な も のがない と 、 一体 ど う しろ と

い う こ と なのか と い う こ と になって しまいかねない と 思 う ので、 それはある程度フ レーム

をき ちん と しておいたほ う が 、 オフ ァ ー された側もわか り やすい と 思 う んですが。

○池ノ 上委員長代理

そ う ですれ 私の意見を言って よ ろ しいですか。 やは り 最終的に前後の産科管理、 分娩

管理、 新生児の症状を総合 して最終的に判断する のは、 やは り 原因分析委員会。 そ こ には

新生児の担当 の先生もい ら っ しゃ る ので、 基本的には情報を出 していただ く と い う と こ ろ

に と どめていただいていいのではないか と 私個人は思っ てお り ますが、 いかがで し ょ う か。

石渡先生、 ど う ぞ。

○石渡委員

非常に重要なポイ ン トだ と 思 う んですけれども 、 新生児搬送を した場合に、 N I C Uの

ほ う か ら 、 必ず連絡が来ます。 報告書が届 く んですね、 サマ リ ーが。 それを資料 と して添
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付するわけですけれども 、 その中で、 も しわか り &こ く い部分があった場合には、 N I C U

に直接問い合わせで情報をいただ く と か、 そ う い う 2 段階構えでもいいのではないかと思

う んです。 と い う のは、 9 の0に書かれていますよ う に 、 そ こで小児科医、 あ る いはN I

C Uに何か疑問が出てき た と い う よ う な こ と がある と 、 なかなか情報は収集 しに く いこ と

も あ る し 、 ま た要 らぬ紛争の も と になる 。 そ う い う 可能性も 出て く る と思 う ので、 サマ リ

ー と していただいたも のの中で、 さ ら に情報が必要な場合はN I C Uに問い合わせる と い

う 2 段階に したほ う がいいのではないか と 思います。

○池ノ 上委員長代理

2 段階ですれ はい。

○隈本委員

今の 6 ) の ご説明ですと 、 こ の 申請を した分娩機関の方が新生児科に問い合わせを して

資料を入手 して送る と い う こ と にな り ますよ メ蘂 それは非常にご負担がかかる のではない

か と い う の と 、 1 つは、 やっ ぱ り 患者の個人情報を、 直接診療 目 的以外で別の方が収集す

る と い う の も 、 ち ょ っ と そ う い う 意味では問題が起き る のではないか と 。 基本、 患者 さ ん

の個人情報なので、患者さ んの許可を得て、本委員会がN I C U等に問い合わせをするか、

あ るいは、 患者さ ん 自 身に、 これはまた患者さ んに負担をかけるんですけれども 、 資料を

入手 していただいて提出 していただ く と い う のが 、 本来な ら筋なのではないですかね 済

みませんけ ど。

○池ノ 上委員長代理

今、 情報の取 り 扱いについての ご発言が ございま したが…… 、 ど う ぞ。

○上田理事

今、 隈本委員の ご発言の、 委員会か、 患者さ んのほかに 、 も う 一つの考え方 と しては分

娩機関がある と 思います。

○隈本委員

診療上の必要があって、 分娩機関が手に入れている ものについて提出 していただ く も の

はいいんですけれども 、 今回、 例えば 2 年後になっ て、 分娩事故かど う かを判定する ため

に新たに情報が欲 しいので と い う ふ う に言 う のは、 第三者が患者さ んの情報を、 診療 目 的

以外で入手する こ と になっ て しま う か ら 、 それよ り もすっ き り する のは、 患者 さ んの了承

を得て原因分析委員会がお伺いする と い う ス タ イルをつ く る か、 患者さ ん 自 身が入手 して

も ら って提出 しても ら う と い う 筋に しない と 、 分娩機関に負担をかける こ と "こな り ません

-59-



か。

○池ノ 上委員長代理

はい、 ど う ぞ。

○宮澤委員

個人情報の問題だと 思 う んですけれども 、 基本的にこ の補償制度を 申請する際に 、 補償

制度の申請に関 して審査するのに必要な情報の入手と い う のは、 基本的には委託されてい

る と い う ふ う に見れば、 分娩機関のほ う か ら N I C Uに委託 して情報を収集する と い う の

は、 病院なんかに書かれてある よ う に 、 関連する 医療機関の情報の交換をや り ます と い う

の と 同 じよ う な形で、 それは問題な く でき るではないか と 思っていますので、 その点は特

にご心配はないのではないか と 思っ ていますが。

○池ノ 上委員長代理

今問題になっ ている のは、 産婦人科の機関か ら新生児セ ンターに行っ て、 新生児センタ

ーか らその患者さ んに関する経過が、 産婦人科の施設に レポー ト と してサマ リ ーカメ可かが

来ている と 。 それを産婦人科施設か ら こ ち らへいただ く と い う … … 、 そ う じゃないですか。

○隈本委員

既に診療上の 目 的があってサマ リ ーが来ている分については、 これは診療上の連携を組

んで、 送 り 先から送 り 元に何らかの連絡が来て、 診療に役立てる と い う こ と は 日 常的に行

われている と 思 う ので、 そ う い う も のが既に手に入っ ている のであれば、 それを添付資料

と して提出 していただ く のはおそ ら く 問題ない と 思 う んですが、 新たに こ の制度の支給を

受ける こ と にな り ま した と 。 それで原因分析をする ので、 申 しわけないですが、 2年前に

送った患者さ んの資料を一切合切 く ださ いみたいなこ と を分娩機関にやっ ていただ く のは

ち ょ っ と 大変だろ う 、 ブラス 、 も し分娩機関にお願いする と した ら 、 最初の診療する段階、

あ るいはこ の制度を申請する段階で、 私の個人情報については、 分娩機関の方がいろいろ

集めていただいてもいいですよ と い う 何 らかの承諾を得ていない と いけませんね と い う 。

○池ノ 上委員長代理

そ う する と 、 先ほ ど石渡委員がおっ しゃ った 、 2 段階 と い う のについては問題ないです

か。

○隈本委員

要する に 、 申請段階で既にある資料については、 も う 出 していただいて もいい と思いま

す。
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○池ノ 上委員長代理

いい と い う こ と ですれ 今回新たにやる のが問題になる だろ う と 。

○隈本委員

新たに今こ こ にあ り ますよ う に、 N I C U等にかな り 聞かない と 、 新生児の病状がわか

ら ないみたいな と こ ろで、 分析不可能 と いった と き に 、 分娩機関にこの情報収集責任をお

願いする よ り “ま、 原因分析委員会 と してやる ほ う がいいのではないだろ う か と 。

○池ノ 上委員長代理

では、 鈴木委員のほ う か ら先に。 次に徳永委員。

○鈴木委員

診療情報開示請求の枠組みでやる のはなかなか難 しい と思 う んです。 診療情報開示請求

は、 各院で代理人によ る請求を認めていない と い う と こ ろが結構多いんです。 代理人の典

型では弁護士ですけれども 。 弁護士が患者さ んの委任を受けて、 ほん と う は代理権がある

ので民法上おか しい話なんですけれ ども 、 実際上はご本人、 子供の場合には保護者が直接

請求 しない と 出てこない と い う のが 、 事実上、 診療情報開示請求の枠組みになっ て しま っ

ている 。 筋か ら言えば、 これは分析のために使 う のであっ て 、 機構がき ちん と請求する と

い う こ と が重要だと思 う んです。 機構が請求するためには、 保護者の同意が必要になる と

い う 枠組みだろ う と 思います。

宮澤委員がおっ しゃ った病診連携等で と れる も の と い う のは、 今後の診療に生かすため

に と っ ている ので、 今後の診療 と は関係ない と こ ろで と れる か と い う と 、 それはなかなか

いろいろ仕組み と しては明確でない と こ ろが結構多いので、 こ の際、 少 し厚生労働省か ら

も ご意見をいただいて、 法律的にき ちん と した形で とれる よ う な仕組みを開発 して、 その

枠組み と い う のは、 さ っ き言いま したよ う に、 保護者の同意書を も ら った上で、 機構のほ

う か ら 、 運営組織のほ う か ら N I C Uのほ う にご協力をいただ く と い う 枠組みは、 ど う す

れば う ま く 法の枠組みの中でやれる のか と い う こ と なのではないか と 思いますけれど も 。

○池ノ 上委員長代理

徳永委員のほ う にち ょ っ と 。 その後、 宮澤委員、 お願い します。

○徳永委員

一般的には、 例えば、 搬送先のN I C Uか ら は、 情報提供を した後に対する返事は来ま

すよれ それは医療機関に来るんです。 と こ ろが 、 詳 しい説明は、 日 一 日 ご と にN I C U

で妊婦 さ ん と い う か、 当事者に、 イ ンフォーム ド ･ コ ンセ ン ト の用紙がいっ ぱい行ってい
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る んですよ 。 ですか ら 、 おそ ら く 患者さ んの情報提籍供の中でそ う い う も のがあればつけて

も ら いなが ら 、 それで足 り ないよ う な と き に 、 こ ち ら のほ う か らそ う い う 医療機関に情報

提供 して もいいか と い う よ う な文言を入れておいて 、 それで丸があれば、 こ っ ち も簡単に

医療機関 と の折衝ができ る と い う 感 じにな る と 思います。 患者さ んか ら の情報提供があ り

ますので、 その中に何ら かの形で組み込めぽいいかな と い う よ う な感 じ と 、 それか ら 、 そ

う い う 説明文書的な も のがあればできれば開示 して も ら っ て、 一緒につけて も ら う よ う な

形にすれば、 そんなに手間はかけないでもいろいろなこ と が運ぶよ う な気が します。

○池ノ 上委員長代理

あ り が と う ございます。 ど う ぞお願い します。

○宮澤委員

今の病診連携の問題 と るま全然場面が違 う ので、 鈴木委員の言われたの と はち ょ っ と 違 う

と じ沈思 う んですけれども 、 今、 徳永委員が言われた よ う に 、 基本的にはこ の制度を使っ て

審査請求を して、 原因分析を して、 補償を得てい く と い う こ と の 中には、 当然調査を しな

ければな らない と い う こ と があ る ので、 取 り 立てて本来はこ う い う ふ う に調査 します と い

う こ と も言えな く て も予測の範囲内なので、 基本的には個人情報の侵害にはな ら ないだろ

う と 思います。 ただ、 徳永先生が今言われたよ う に 、 患者 さ んにも一応こ う い う 形で調査

を します と い う こ と を明示 しておいたほ う が安全だと思いますので、 その形をおや り にな

る のが最も適切かな と 思います。

○池ノ 上委員長代理

板橋先生、 いかがですか。 今、 具体的に取 り 扱いの話も 出ま したけれども 。

○板橋委員

やは り 2 段階でやる のが一番いいのから思 う んです。 ただ、 N I C Uか ら送 られた退院

時のサマ リ -が 、 必ず し も原因分析に当たっては内容的に満足でき ない と い う 可能性も十

分あるわけで、 少な く と も N I C U を退院 した時点で、 脳性麻痺の リ ス ク が極めて高い と

い う こ と であれば、 それに関連 した情報は多 く サマ リ ーに盛 り 込まれる で し ょ う けれども 、

そ の予知の範囲外であれば、 おそ ら く ご く さ ら っ と したサマ リ ーで終わって しまいますの

で。 そ う する と 、 やは り 原因分析をする に当たっ ては、 も う 一度き ちん と した形でデータ

をいただかない と 、 原因分析には到底至 ら ないだろ う と 思います。 ただ、 そ う い う こ と に

な る と 、 いわゆ る原因を明確に して 、 部会から こ の会に上げて く る のに時間がかかる と い

う こ と も考えておかなければいけないので、 そのあた り は、 少な く と も例えば部会で、 何
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回 ぐ らいで、 一応こ こ に原因分析の結果を上げて く るか と い う ルールの問題も あるんだろ

う と 思います。

○池ノ 上委員長代理

全部のケ-スではない と 思 う んです九

○板橋委員

も ちろんそ う でず。

○池ノ 上委員長代理

新生児経過を必要 と する のは。 ですか ら 、 そんなにた く さ んの量で、 すごい仕事量にな

る と は思わないんですけれども 、 でも手続的には ど う して も必要なのは出て く るだろ う と 。

であれば、 ただいま各委員か らお話が出ま した よ う な こ と を踏ま えてルールづ く り と い う

のを 、 また事務局のほ う でやっ ていただ く と 。 よ ろ しいですか。

ほかに何か追加で、 今、 ご発言はございますか。 新生児期のN I C Uな どか らの情報収

集に関 してはよ ろ しいですか。 では、 ど う も あ り が と う ございま した。 それでは、 N I C

Uか ら の情報収集につき ま しては、 事務局のほ う で さ ら にブラ ッ シュ ア ッ プ していただ く

と い う こ と で、 継続に させていただき たい と 思います。

○上田理事

はい。

○池ノ 上委員長代理

ほかに何かあ り ますか。 全体的で。 も しなければ、 事務局のほ う か ら よ ろ し く お願い し

ます。

○後技監

次回は、 4 月 の開催を予定 してお り ます。 本 日 の配付資料の一番下に、 日程調整表 と い

う 紙を置かせていただいてお り ますので、 3 月 1 9 日 木曜 日 までに 、 フ ァ ク ス にて ご返送

く だ さ いますよ う よ ろ し く お願い申 し上げます。 以上です。

○池ノ 上委員長代理

それでは、 少 し時間が過ぎて しま いま したけれども 、 これを も ちま して、 第 2 回の産科

医療補償制度の原因分析委員会を終了 させていただき ます。 委員の先生方、 ご多忙中ほん

と う にあ り が と う ございま した。 御礼を申 し上げます。

ー 了 -
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